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しつつ取り組んでいるのが現状である。
（３）スクールカウンセラー等活用事業とその課題
　スクールカウンセラー（以下SCと記す）は、
不登校をはじめとする学校における児童生徒対応
の諸問題が山積する現状から、「児童生徒の心理
に関して高度に専門的な知識および経験を有する
者」として、また「チーム学校」の一員として、
公立小中学校への全校配置、学校における教育相
談体制の充実への貢献が期待されている。
　「平成30年度スクールカウンセラー等活用事業
実践活動事例集」（文部科学省初等中等教育局児
童生徒課，2019）の報告によれば、各都道府県・
指定都市におけるSC事業の具体的な活用事例と
して、不登校児童生徒への対応事例についても、
各県から提示されている。その内容は、SCが専
門性を活かしたカウンセリングやコンサルテー
ションおよび家庭訪問などを丁寧に行い、本人や
保護者への継続的面接や学校や関係機関との連携
支援により、徐々に問題の改善がみられた（みら
れつつある）という内容が多い。また、児童生徒
が早期にSCに相談できる機会の提供や予防教育、
職員研修の実施などの取り組みもなされている。
SCが、援助チームにおける情報共有や支援方針
の決定、支援計画作成にかかわるケースや、同一
校区内の小中の連携に貢献する事例もある。
　しかし、現在大多数のSCは非常勤職員であり、
地域によって差があるものの、各対象校での勤務
回数は、多くて週１～２回、少ない学校では年に
数回程度の頻度という状況である。勤務間隔や勤
務体制の問題から、ケースの状況に応じた迅速な
対応や十分な関与ができにくい。また、SCの特
徴の一つとして、対象児童生徒の日常生活の場で
ある学校に直接出向いて援助活動を行うことがあ
るが、訪問回数が少なければ、ケース状況に合わ

Ⅰ．はじめに
１．問題の所在

（１）わが国における不登校の現状
　不登校の子どもの割合は、平成年間に大幅に増
え、現在も増加傾向にある。年間30日超欠席の不
登校児童生徒数は、2018年に16万人を超えた。不
登校児童生徒数は、少子化の続く中で、完全学校
週５日制導入後の2002年から10年ほどは横ばい状
態が続いたが、2013年には再び増加傾向となり現
在に至っている（文部科学省初等中等教育局児童
生徒課，2019）。

（２）不登校傾向を示す児童生徒への支援課題
　2017年３月告示の小学校及び中学校の学習指導
要領（文部科学省，2017）には、初めて「不登校
児童（生徒）への配慮」の記載がなされた。平成
29年２月には「義務教育の段階における普通教育
に相当する教育の機会の確保等に関する法律」が
施行され、不登校等児童生徒への多様な教育およ
び支援のあり方が求められている。
　研究に関しては、これまで不登校に関連する研
究は増加傾向にあり、医療、教育、心理とその研
究は多くの分野に広がっている。「不登校」をキー
ワードにCiNiiで論文検索したところ、2020年１
月現在で6375件の論文がある。1989年以降2019年
までの30年間に「不登校」をキーワードに挙げて
科学研究費補助金の助成を受けた国内の研究は、
220件に上る。しかし、不登校に関する様々な研
究結果が報告されているにもかかわらず、現実の
児童生徒への具体的な支援体制や有効な支援内容
が明確に示されてはない（有賀ら，2010）。
　不登校傾向に関連する要因は、多岐にわたり複
雑に作用しあっている可能性が考えられ、実際の
対応は、各学校において、不登校対策委員会等で
の検討や学年および担当教員等が支援方法を模索
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を身に着けることを想定した学習環境から長い期
間離れて過ごすことは、その子どもの新たな発達
の躓きにつながる。同世代との経験の共有が欠落
し、必要な基礎力を身に着けずに年齢を重ねるこ
とで、学校適応が更に困難になる。加えて、長引
く不登校状態を受け入れ難い周囲の大人との関係
性の悪化あるいは希薄化、不登校対応の迷走など
が、本人を一層追い詰め、生活リズムや心身状態
の悪化、自尊心の低下等を引き起こす。このよう
にして、さまざまな適応上の問題が複雑に絡まり
合い、不登校状態からの回復が一層困難になる。
　更に、同調査は、学校を休み始めた時期と欠席
が長期化した時期との間に、一定の「潜在期間」
が推測されると指摘する。この不登校の経験者へ
の調査結果の分析からは、不登校のきっかけと不
登校の継続理由の関連性が非常に強いことも示さ
れている。これらの結果が示すこととして、不登
校問題を考える上では、不登校に至るまでの「潜
在期間」は対応の最初の重要ポイントであり、子
どものその後の適応に大きな影響を与える大切な
時期の一つといえるであろう。
　また、学校を休み始めた時期について、調査対
象者である2006年当時中学３年生で不登校状態に
あった者1563名中、休みはじめの時期が不明なも
のを除いた1233名のうち、328名が小学校段階で
休み始めている。また、中学生になって休み始め
た者は905名で、そのうちの約47％にあたる425名
が中学校１年生の段階で休み始めていることがわ
かる。
　その中でも、５年生７～９月期に33名（小学校
で休み始めた者の10.0％）が、小学校入学直後の
４～６月期に32名（9.8％）が休み始めたと回答し、
小学生の他の時期よりその人数および割合の多さ
が目立つ。ちなみに、小学校入学直後と小学１年
生の他の時期と比較すると、７～９月は10名
（3.0％）、10～12月は８名（2.4％）、１～３月は５
名（1.5％）、何月かわからない10名（3.0％）であ
り、入学後の４月～６月時期に相当数の児童が学
校を休み始め、そのまま長期欠席につながってい
る（表１参照）。不登校問題への対応については、
従来から中学入学後の不登校生徒の増加とその対
策が大きな課題ではあるが、小学生が長期間欠席
し始める時期に一定の傾向性が見られることは、

せた適切なタイミングでの介入や、本人及び取り
巻く周囲の状況を見極めた即時的、直接的な支援
活動には結びつきにくい。
　勤務体制からの制約や制度上の問題もあり、現
在のところ、不登校児童生徒の増加や不登校の長
期化という現状への対応に、SCの専門性を十分
に活かし切れていないと考えられる。
２．研究の目的
　この研究では、以下の目的をもって研究を行う。
　目的１．現行の制度の中で不登校児童生徒の支
援にSCの力をより一層活かすための方法につい
て探求する。
　目的２．現状のSC制度の枠組みにおける効果
的な支援の可能性を検討し、SCによる不登校問
題対応の具体的な方法を提示する。
３．方法
　方法１．現在の不登校の実態からその支援課題
を明らかにし、心理専門職としてのSCが果たす
役割について検証する。
　方法２．SCの専門性の再確認を行い、中でも
不登校への対応に活かすことができるSCの専門
性について検討する。また学校現場における現状
でのSCの活動上の課題を提示する。
　方法３．不登校の実態調査から明らかとなった
支援課題とSCの専門性を踏まえた上で、現状の
SC制度の枠組みにおいてどのような効果的な支
援の可能性があるのか具体的に検討する。

Ⅱ．スクールカウンセラーの専門性と不登校への
効果的対応の可能性
１．不登校の実態調査から明らかとなった不登校
への支援課題
　2014年に文部科学省から出された「不登校に関
する実態調査」（不登校生徒に関する追跡調査研
究会，2014）によると、不登校時期の分析におい
て、一旦欠席状態が長期化するとその回復が困難
である傾向が示されている。不登校状態が長期化
するケースには、そもそも改善しにくい困難な要
因の存在が考えられるが、回復困難となる原因は
それだけではない。不登校の長期化は、新たな問
題を生じさせ、回復の困難さを増大させると考え
られる。すなわち、学校という、社会性の発達を
促し、自己表現や自己調整力、必要な知識や技能
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生徒が学校に行きたくない理由（複数回答可）は、
「朝起きられない」（59.5％）、「疲れる」（58.2％）、「学
校に行こうとすると、体調が悪くなる」（52.2％）
が上位に上がっている。文部科学省の分類とは異
なる本人の実感を重視した調査の視点からは、表
面化する身体症状の奥に、子ども自身が捉えきれ
ない複雑な要因が重層的に影響を及ぼし、不登校
という状況を生じさせている実態が推察される。
不登校の要因の複雑さ、不明瞭さと、長期化する
ほど新たな要因が結合し重層化する傾向は、対応
をより一層困難にしているといえる。
　不登校の要因は個別性が高く複雑で捉えにくい
からこそ、SCが専門性を発揮し、個々の子ども
のニーズを見極め、早期に適切な援助を開始し、
周囲の環境を良好に調整することが大切になる。
しかし、「どの子どもが不登校になってもおかし
くない」といわれる現在のわが国で、SCの限ら
れた勤務時数の中で、すべての児童生徒に時間を
かけて十分な対応を行うことは困難である。SC
の専門性から考えても目先の効率性を重視する対
応は本末転倒であるが、子どもの長期的な発達や
環境における全体的な見通しを持ったうえで、な
るべく効果の高い時期や効率の良い援助方法を検
討するが必要になる。

より早い段階での重点的対応により、不登校状態
を防止または早期に改善する効果が期待できる時
期が存在することを示唆するものといえる。要因
が複雑化し不登校が長期化する前段階における早
期の不登校対策の重要度は高い。
　また、不登校の要因について、同調査は不登校
をその継続理由から５つに類型化（「無気力型」「遊
び・非行型」「人間関係型」「複合型」「その他型」）
しているが、５つの類型のうち２つが「複合型」「そ
の他型」であり、便宜上分類を行っているものの、
不登校の要因ははっきりとは特定しにくいことが
わかる。
　ちなみに、それ以前から文部科学省が示してい
た不登校の分類は、Ａ．学校生活に起因する型、Ｂ．
遊び・非行型、Ｃ．無気力型、Ｄ．不安など情緒
的混乱の型、Ｅ．意図的な拒否型、Ｆ．複合型、Ｄ．
その他の７類型であり、ここでも「学校生活に起
因する型」や「複合型」、「その他」というように
要因の特定ができにくい分類が多く含まれるとと
もに、このように類型が変化するのも、要因が捉
えにくいことの現れといえるだろう。
　また、現役中学生を対象としたインターネット
大規模調査「不登校傾向にある子どもの実態調査」
（日本財団，2018）によると、不登校経験のある

表１．Ｈ18年中学３年時の不登校者が学校を休み始めた時期とその人数（1233名中）
休み始め

学年
４月～６月 ７月～９月 10月～12月 １月～３月 計

小学校１年生 32 10 8 5 55

小学校２年生 9 9 8 5 31

小学校３年生 14 23 7 1 45

小学校４年生 20 20 10 11 61

小学校５年生 13 33 19 8 73

小学校６年生 15 12 19 17 63

小学校　計 103 107 71 47 328

中学校１年生 106 160 102 57 425

中学校２年生 59 132 102 42 335

中学校３年生 54 55 27 9 145

中学校　計 219 347 231 108 905

全 体 合 計 322 454 302 155 1233
※「不登校に関する実態調査」（文部科学省不登校生徒に関する追跡調査研究会，2014）の結果より作成
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一次的援助サービス
（すべての児童生徒を対象）

二次的援助サービス
（一部の配慮を必要とする
児童生徒を対象）

三次的援助サービス
（特別な重大な援助ニーズをもつ
特定の児童生徒を対象）

学校教育の特徴は、河合のいうSCの専門性の内
容と重なりにくいように思えるが、だからこそ、
学校という枠組みへの適応に苦戦する一部の児童
生徒に対して、SCの専門性を発揮することがで
きるといえるだろう。SCには、目の前の一人の
子どもに寄り添うだけでなく、集団における「個」
を扱う視点や力量が大切になる。
　伊藤（2003，2008）は、SCに必要な資質として、
心理臨床の力量（専門性）は当然だが、「学校に
対する親和性」、つまり、学校に興味をもち、学
校を知りたい・学校に関わりたいと思う気持ちを
挙げている。学校内の立場と学校外の立場との境
界に踏みとどまり、教師とともに、教師とは異な
る専門性で教育に参加することが大切であるとい
う。また、スクールカウンセリング活動はSC個
人の資質のみで決まるのではなく、教職員や学校
との協働作業であるとしている。
　SCには、学校における重要課題の一つである
不登校対策においても、心理臨床家としての専門
性と共に外部性を持った学校職員としての特殊な
立場を活かし、教職員との協働によって、一層効
果的な援助活動を担っていくことが求められる。
　また、学校心理学（石隈，1999）では、学校に
おける心理教育的援助には、すべての児童生徒を
対象とする ｢一次的援助サービス」、一部の児童
生徒を対象とする「二次的援助サービス」、特別
な児童生徒を対象とする「三次的援助サービス」
の３段階（図１参照）があるという。SCが関与
する不登校への心理教育的援助に当てはめて考え

２．不登校支援に活用すべきSCの専門性
　文部科学省（2007）は、SCの役割について、
以下の七つを挙げている。
１．児童生徒に対する相談・助言
２．保護者や教職員に対する相談（カウンセリ
ング、コンサルテーション）
３．校内会議等への参加
４．教職員や児童生徒への研修や講話
５．相談者への心理的な見立てや対応
６．ストレスチェックやストレスマネジメント
等の予防的対応
７．事件・事故等の緊急対応における被害児童
生徒の心のケア

　このような活動を通して、SCは、児童生徒が
抱える問題に学校や教職員のみではカバーし難い
多くの役割を担い、教育相談を円滑に進めるため
の潤滑油ないし仲立ち的な役割を果たしている。
その役割内容は、予防的心理教育から危機状況に
おける緊急対応まで多岐にわたっているが、具体
的な活動内容は細かく定められておらず、ケース
による個別性が高いことから、実態は各学校の体
制や状況、SC個人の経験や力量によって様々で
ある。
　不登校問題に関する調査研究協力者会議「今後
の不登校への対応の在り方について」（報告）の
中では（文部科学省，2003）、特にSCについては、
「心の専門家」としての専門性と学校外の人材で
あることによる外部性とにより、不登校児童生徒
等へのカウンセリングや教職員、保護者等への専
門的助言・援助において効果を上げているとされ
る。
　今後、増え続ける不登校への対応においては、
SCとして、既に不登校状態に陥った児童生徒へ
の個別の対応だけでは不十分であり、予防的取り
組みへのSCの積極的関与が期待される。
　また、学校は、集団活動の場であり、一定の教
育目標やカリキュラムがあり明確な評価を伴う教
育活動の場である。しかし、河合（1998）によれ
ば、SCの専門性は、個人を大切にし、一般的価
値判断に縛られずに全体的な見通しもって個々の
条件を見抜くことであり、目に見えず評価がわか
りにくい基本的な態度にその専門性の本質があ
り、定まった答えがないのが特徴であるという。

図１．学校における心理教育的援助サービスの３段階
（石隈，1999より一部改変）
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の頻度の中で複数校を担当するなど、１校当たり
の在勤時間がかなり制約されている。その限られ
た時間内や頻度では、個別の繊細なアセスメント
を必要としない一次的援助サービスや、既に重大
な援助ニーズが生じているケースについて相談室
内で個別対応するなどの三次的援助サービスに留
まりがちであることは否めない。
　また、外部からの専門家であるSCが、現場教
職員からの信頼を得てその専門性を十分に発揮す
るには、現場における教職員とのやり取りを重ね
る中での信頼関係構築が欠かせない。当初から校
内の教職員との協力体制があるわけではなく、
SCが信頼に足る専門家として勤務校から認めら
れるための期間や機会が必要である。そして、培
われた信頼関係を土台として、子どもに日々接し
ている教員からの的確な情報提供や、当事者から
の面接申し込みがなければ、SCが不登校に至る
前の「潜在期間」における児童生徒のケースにか
かわる機会は一層得られにくくなってしまう。
　SCの専門性をよりよく発揮するための勤務体
制の整備や制度上の問題の改善が期待されるとこ
ろではあるが、我が国の不登校問題への対応は急
務であり、今すぐできることから取り組まなけれ
ばならない。
　不登校問題に対するSCの二次的援助サービス
について、出勤回数や勤務時間の少ないSCが、
不登校に至る前段階の潜在期間に適切な対応をす
るためには、ある程度、時期や対象を絞り込んだ
アプローチを行うことが必要である。

Ⅲ．考察
１．現状のSC制度と不登校の実態に応じたSCに
よる支援
　出勤回数や勤務時間の少ないSCが、不登校に
至る前段階の潜在期間に適切な対応ができるため
には、ある程度、時期や対象を絞り込んだアプロー
チを行うことが必要であることを述べた。SCの
専門性は、より重大な援助ニーズのあるケースへ
の丁寧な個別対応に活かされるが、SCの現行の
勤務体制と我が国の不登校の現状を踏まえれば、
不登校問題への対応として積極的に的を絞った早
期の介入援助を行うことの意義が大きいといえ
る。その時期と対象について以下に考察する。

ると、一次的援助サービスは、「すべての児童生徒」
を対象とし、多くの児童生徒が出会う課題（例：
入学時の適応）の困難を予測して前もって予防的
心理教育を行うことや、児童生徒が課題に取り組
む上で必要なスキルを開発する教育的援助などで
あろう。二次的援助サービスは、登校を渋る、学
習意欲をなくしてきた、発達のアンバランスさが
みられるなど学校適応上の「一部の配慮を必要と
する児童生徒」が対象となり、初期の段階で発見
し、その問題が大きくなり不登校に陥るのを予防
する関わりなどが挙げられる。三次的援助サービ
スは、既に不登校状態にあるなど「特別な重大な
援助ニーズをもつ特定の児童生徒」を対象として、
包括的なアセスメントとそれに基づく個別プログ
ラムの作成、援助のためのカウンセリングやコン
サルテーションを、SCが教師などの関係者と協
働しながら行っていく援助段階になる。
　SCの専門性の発揮は、心理教育的援助サービ
スの各段階おいて期待される。特に、第三次的援
助サービス段階は、対象ケースのアセスメントや
カウンセリング、コンサルテーション等において
SCの専門性やスキルを最大限に発揮でき、従来
からSCが活躍してきた場面といえる。そして、
近年は、予防的な観点から、小・中連携に力を発
揮したり、出来るだけ早期にすべての児童生徒に
SC相談の機会を設けたり、児童生徒への心理教
育の授業実践を行うなど、学校規模や体制に応じ
た一次的援助サービスの実践がなされるように
なってきている。しかし、SCの不登校問題への
対応において、二次的援助サービスにその専門性
が十分発揮されていないのではないだろうか。
３．現状のSC制度の枠組みにおける問題点や課題
　前述のとおり、欠席状態が長期化するとその回
復は困難になる傾向があるため、不登校傾向のあ
る児童生徒への対応において、欠席を長期化させ
ない初期対応が重要になる。不登校問題への対応
で重要ポイントとなる「潜在期間」における初期
対応は、心理教育的援助サービスの３段階で考え
ると二次的援助サービスの段階にあたる。しかし、
不登校ケースにおいて、この時期にSCが対象児
童生徒に関わる機会は余り多くないのが現状であ
る。
　ほとんどのSCが非常勤職であり、週１回出勤

5不登校危機への対応



学校教員は不慣れだったり苦戦しがちだった
りする場合があり、SCによる発達心理学的
観点からの課題の明確化や具体的対応の助言
が即効性のある支援につながり、有効に機能
しやすい。
⑥不登校危機の要因が複雑に絡み合う前の時期
で、比較的短期間で効果が出やすい傾向があ
る。
⑦SCの援助や保護者面接を通じた親の変化等
により、児童の発達や学校適応が促進される
ことを経験することで、一度来談した保護者
の相談意欲が持続されるとともに、後に再び
不登校危機を迎えた場合でも、早い段階で保
護者が必要な支援につながりやすくなる。

　以上述べたように、小学校１年の入学直後から
夏休み前までの期間に、SCがその専門性を活か
して、学校心理学でいう二次的援助サービスをよ
り手厚く行うことは、不登校問題における意義だ
けでなく、子どもの発達における長期的な視点か
らも、更には、SCの援助がより有効に機能し得
るためにも、その意義と効果は大きいと考える。
　なお、欠席し始める児童数のもう一つのピーク
であった小学５年生の夏休み前後の時期は、勉強
は難しくなり、発達的には前思春期段階で仲間と
過ごす時間が増えるにもかかわらず友人関係は込
み入ったものになり、大人に対し秘密を持ち距離
をとるようになる時期と重なってくる。更に、不
登校に至る可能性のある要因は、それまでの各自
の小学校生活の経験の上に徐々に重層化複雑化
し、子どもの真のニーズが外部から捉えにくくな
る。教員によっては、思春期を迎えつつある児童
の素直でない反応に捉えにくさ、扱いにくさを感
じる場合もある。これらのことから、学校の体制
や環境にもよるが、小学校５年生の１学期から夏
休み前後の時期は、小学校入学直後ほどではない
ものの、SCの専門性を活かした早期アセスメン
トや不登校が顕在化する前の対応に注力すること
が、効果を発揮しやすい時期の一つであると考え
る。また、この時期に問題を潜伏させずにしっか
り対応することは、中学校期における不登校問題
の減少にもつながると考えられる。

（２）中学校期の不登校問題へのSCの対応
　中学校期におけるSCによる不登校問題対応に

（１）小学校での「潜在期間」におけるSCの対応
　一般的に、不登校危機はどの学年段階でも起こ
り得ることである。そして、不登校危機が高まる
時期はある程度推測できるものの、個々の児童生
徒に対して、いつ不登校に至る可能性が高まるか、
その時期を前もって予測することは難しい。また、
不登校状態にある児童生徒の人数自体は、学年が
上がることに増加し続けるが、既に不登校児童生
徒数の多い学年において、不登校危機への二次的
援助サービスを行うことが特に効果的であるとは
限らない。
　そこで、SCの勤務体制を踏まえ積極的に的を
絞って行う援助の時期として、休み始める児童数
が一つのピークであり、問題の長期化・複雑化が
比較的少ない小学１年生の４月～６月期、つまり、
入学直後の３か月間が、特に適した時期の一つで
あると考える。
　SCが専門性を発揮して不登校問題への二次的
援助サービスを行う時期として、特にこの時期が
適していると考える理由を、以下に列記する。
①小学校入学当初の不登校傾向は後の不登校に
つながることが多く、早期からの不登校はそ
の後の学校復帰に重大な困難を伴いやすいた
め、なるべく早い学年で初期対応をしっかり
行うことが不登校の減少や長期化を防ぐこと
になる。
②学校適応の最初の段階の時期に適応に苦戦す
る児童は、発達面や家庭環境、成育歴など、
支援が必要な何等かの要因を抱えているた
め、それらの早期発見と早めの援助につなが
る。
③児童の問題の原因が自身の子育ての仕方にあ
ると悩み相談しづらくなっている保護者や子
育て経験が浅く迷いを抱えながら相談できず
にいる保護者に、早い段階で相談するきっか
けを与えることができる。
④小学校では子どもの教育に学級担任の影響が
極めて大きく、特に、入学直後の小学１年生
は教員への依存度が高いことから、SCが臨
床心理の専門的立場から担任にコンサルテー
ションを行うことで、間接的に子どもや学級
全体に大きな影響を与え得る。
⑤発達的に幼児性の残る１年児童への対応は、
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以外の、学校での児童の生活場面を直接観察する
ことができ、担任や保護者等からも情報を受け取
りやすい立場にある。それらを生かした対応が取
れることが、医療機関や教育相談機関におけるカ
ウンセラーとは異なり、SCの大きな強みとなる。
SCが、日々学校生活で子どもたちと接している
教職員と連携を図り協働することで、SCの専門
性を活かしやすくなる。また、連携と協働により、
不登校問題への対応において、刻々と変化する初
期段階のケースアセスメントと情報共有、本人お
よび関係者への見通しをもった対応等にSCがそ
の力量を発揮できれば、学校において、より的確
で効果的な二次的援助サービスの担い手になると
考えられる。

（２）スクールカウンセラーの専門性と校内アウ
トリーチ型支援について
　次に、SCが校内で有効に機能するための支援
の方法について、特に不登校危機を含む何等かの
支援ニーズのある児童・生徒に対してSCが二次
的援助サービスに力を発揮する支援の在り方につ
いて検討する。
　「アウトリーチ」とは、働きかけることや援助
することであり、手を伸ばすという意味の英語か
ら派生した言葉だが、福祉や支援の現場では「訪
問支援」とほぼ同義の言葉として、被支援者の生
活の場まで出向いて援助を行うことを意味するこ
とが多い。困りごとを抱えている人が主体的に相
談機関に足を運ぶとは限らない。そこで、支援者
の側から接触を試みる手法をアウトリーチと呼
ぶ。
　教育分野では、教育相談や学校保健活動の一環
として、不登校事例を対象とした訪問について、
1970年代から現在に至るまで多くの報告がなされ
ている（長坂，1997）。活動内容は多様で、自宅
への訪問による本人・家族との面接の他、学習指
導を中心とした家庭教師的な訪問活動、子どもと
一緒に外出し、釣りや写生、散歩等の活動を共に
するような、いわゆるフィールド・セラピーなど、
さまざまな活動・実践が報告され、SCによる家
庭等への訪問相談も行われている。
　SCの特色の一つとして、児童生徒の生活の場
である学校に自ら出向いて行うカウンセリング活
動であることが挙げられる。これは、学校という

ついては、どのように考えることができるだろう
か。一般的に、中学１年生時点で不登校傾向が目
立って多くなることは、多くの調査結果から明ら
かであり、表１に示した調査結果にも同様の傾向
がみられる。小学校時期と比べ、不登校生徒数が
一気に増加する中学１年生は、不登校傾向への援
助においてSCが重点的に対応する大切な時期と
して挙げられるであろう。
　しかし、この時点では既に不登校状態を引き起
こす様々要因が複雑化していることがほとんどで
あり、SCの限られた勤務時間では必要十分な対
応がしきれないケースが増える。また、中学校生
活における人間関係は、部活動や教科担任制によ
る多くの教員との関わりなど、SCの早期直接介
入が難しい場面が多くなる。現行のSCの勤務状
況では、不登校対応で効果的と考えられる二次的
援助サービス段階の対応が小学校期よりもできに
くい。その分、三次的援助サービス段階の長期的
で丁寧な個別対応、多様な教員が関わることを踏
まえた教員コンサルテーションやチーム援助を行
うと同時に、生徒自身の自己理解や対処能力の発
達などを踏まえた一時的援助サービス段階での心
理教育的関わりにSCの専門性を活かすことが大
切である。
２．現状のSC制度におけるSCの専門性を活かす
支援の可能性と具体的な支援

（１）教員とSCの専門性の違いと協働
　全ての子どもたちと接する教員は、不登校に至
る前の児童生徒と出会ってはいるものの、教員の
専門性として、児童生徒との人間関係は「あるべ
き姿」を教育目標とする１対多の関係を基本とし
ている。児童生徒が不登校状態に至る前段階での
繊細で個別性の高い変化やその裏にあるニーズを
見極めることは、教師の基本的専門性とは質を異
にする。そのため、児童生徒のニーズに気づきに
くい、児童生徒への対応のポイントやタイミング
をつかめずに経過する、本人のニーズと教師の対
応に食い違いが生じる場合も起こってくる。
　その点、SCは、本人および周囲の関係者の「今
ある姿」に人間関係の力点があり、個人を大切に
し、一般的価値判断に縛られるのでなく、全体的
な見通しもって個々の条件を見抜くことがその専
門性の特徴である。また、SCは、臨床面接場面
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等）への訪問支援が行われるが、より即効性のあ
るSCの関与の仕方として、不登校の潜在期間に
ある二次的援助サービス対象の児童生徒への早期
援助において、校内アウトリーチ型支援を行うこ
とが効果的であると考える。

Ⅳ．まとめと今後の課題
　時代の推移につれて、社会や文化は変容し、必
然的に問題行動や症状の表れ方も変わっていく。
しかし、自分の持てる力を相応に発揮し、人と関
わりながら、人に認められ、人を愛し、愛された
いという人間の本質自体は変わるものではない。
学校生活においては、子どもたちは課題をこなす
勤勉性や集団に適応することを求められ、評価に
晒され、いじめなどの理不尽な状況が起こる場合
もあり、幼児期までとは異なる環境の中で、人間
本来の欲求を満たすことが難しい状況が生じてし
まう。そのような中では学校生活を送ること自体
が困難であり、周囲の大人がそのことにいち早く
気づき、必要な援助を行うことが大切になる。
　今回、SCの勤務の状況を踏まえた上で、不登
校の増加という現実から目をそらすことなく、少
しでも問題状況を改善し、できれば困難を未然に
防ぎ、子どもたちの成長発達により一層貢献し得
る方法について検討した。
　スクールカウンセラーに求められる資質や対応
は、相談室で心理療法を行う個人開業の心理療法
家に求められる態度や方法とは異なるものが多
い。
　SCの仕事は、子どもの発達過程と環境による
影響を理解し、日々成長発達する子どもの状態を
集団や環境の視点をもって学校生活の場において
捉え、曖昧で不確定な構造の中で刻々と変化する
状況やニーズをキャッチしながら、対象児童生徒
の見立てと本人を取り巻く環境や関わる保護者お
よび教職員、学校文化や教育環境等幅広くケース
全体をアセスメントする。そして、本人への直接
の支援はもとより、普段から本人に直接かかわる
ことの多い保護者および学校関係者へのコンサル
テーションや心理教育にそれ以上の時間を費やす
ことも多い。このようにして、SCはその専門性
を生かし、多くの困難に直面する学校の現状の改
善に貢献する可能性を秘めている。

場へのアウトリーチ型支援ともいえる。相談室へ
の来談を待つだけでなく、求めがなくともSCが
自ら援助が必要な児童生徒に働きかけるチャンス
があるということである。つまり、SCは、外部
の者が児童生徒の学校生活の場に出向いて支援を
行い（アウトリーチ型支援）、学校の内部者とし
て校内にある相談室にやってくる来談者と面接相
談等を行う（来談型支援）という二重性を持って
いる。
　その上で、相談室における当事者へのカウンセ
リングや、校内相談室を出て校内での児童生徒観
察、職員室や廊下等での教員コンサルテーション
等にとどまらず、更に、学校という児童生徒の生
活の場で必要に応じてSCが積極的に直接介入を
行うことを、本研究では「校内アウトリーチ型支
援」と呼ぶことにする。専門性と非当事者性を併
せ持つSCが、学校生活の現場で、不登校に至る
可能性のある潜在期間の児童生徒等、二次的援助
サービスを必要としている児童生徒を見極め早期
の積極的介入も含んだ能動的な姿勢や態度、働き
かけを現場の実情に見合う形で行うことを意味す
る。
　具体的には、担任その他の教員からの相談を受
けコンサルテーションを行ったり、校内サポート
チームの結成やケース会議による支援方針の検討
や役割分担を待って相談活動を行ったりするだけ
でなく、「校内アウトリーチ型支援」では、スクー
ルカウンセラー自らが積極的にケースにかかわり
早期発見・早期介入を行い、児童の現状（特に低
意欲層や援助欲求を有する児童）の把握とケース
アセスメントおよび必要に応じて学校現場におけ
る直接介入を行う。
　一般的なアウトリーチ型支援では、学校心理学
でいう三次的援助サービスが必要な段階の児童生
徒をその対象とすることになるが、校内アウト
リーチ型支援では、SCの独自な立場や専門性が
活かされることによって、本人の来談意欲や自覚
的援助ニーズがない段階での早期支援において、
アウトリーチ型での援助実践の展開可能性がある
といえる。つまり、不登校問題へのSCの関与に
ついては、既に不登校や引きこもり状態に陥った
第三次援助サービス対象の児童生徒への対応には
必要に応じ一般的なアウトリーチ型の校外（家庭
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　しかし、心理カウンセラーがその専門性を磨く
には、多くの学びや長年の経験の積み重ねが必要
であり、「カウンセラーが一人前になるには25年
かかる」などと言われることもある。2018年度か
らは公認心理士という国家資格の制度もできた
が、SCの仕事は基本的には資格取得後１年目の
者も、多くの経験を積んだ大ベテランも、同じよ
うに一人職場として配置されることがほとんどで
ある。今後は、一般的な心理系の勉強や実習にと
どまらず、SCとして学校現場で力を発揮できる
心理職の養成が期待される。
　また、学校現場における一次的、二次的、三次
的援助サービスのすべてに関わりSCがその専門
性を発揮するには、多用な側面からの実践と事例
研究の積み重ねが必要である。特に、本研究で提
示したSCによる「校内アウトリーチ型支援」に
ついては、別の機会にその事例研究を行い、その
具体的対応内容や効果および課題について検討し
たい。
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でとは異なる環境の中でストレスを抱え、自らの
欲求を満たすことが困難な児童が一定数生じるこ
とが想定される。
　子どもたち一人一人が、その後の長く続く学校
生活を自分らしく過ごし、自分の持てる力を相応
に発揮し、人と関わりながら、人に認められ、成
長発達していくためには、入学直後の時期の子ど
もたちに対してどのような視座が重要であるか、
どのような支援につなげることができるのかにつ
いて、集団教育からの視点だけでなく、心理的援
助職として学校に関わるスクールカウンセラーの
視点から検討することの意味は大きいと考える。
３．研究の目的
　この研究では、現行のスクールカウンセリング
制度の中で、不登校児童生徒の支援にSCの力を
発揮するために、小学校入学後の登校渋りへの早
期介入事例を提示しケース研究を行い、スクール
カウンセリングにおける不登校支援のプロセスと
具体的な方法について、その内容および効果と課
題を考察する。

Ⅱ．方法
事例による具体的支援の検討
　実際の小学校入学後の登校渋りへの早期介入事
例として、小学１年男児のケースを提示して事例
研究を行う。そこでは、スクールカウンセリング
における早期介入事例の支援プロセスと具体的な
方法を検討するとともに、不登校早期介入事例に
おいてどのような視座が大切になるのかについて
考察する。
　倫理的配慮については、本事例の対象者である
小学１年男児とその母親のうち、男児は低年齢で
あることから、母親に対して研究の目的および倫
理的配慮について口頭で説明し、同意を得た。更

Ⅰ．はじめに
１．スクールカウンセラー等活用事業とその課題
　スクールカウンセラー（以下SCと記す）は、
不登校をはじめとする学校における児童生徒対応
の諸問題が山積する現状から、「児童生徒の心理
に関して高度に専門的な知識および経験を有する
者」として、また「チーム学校」の一員として、
公立小中学校への全校配置、学校における教育相
談体制の充実への貢献が期待されている。
　しかし、現在多くのSCは非常勤職員であり、
地域によって差があるものの、各対象校での勤務
回数は少ない学校では年に数回程度の頻度という
場合もある。勤務間隔や勤務体制の問題から、ケー
スの状況に応じた迅速な対応や十分な関与ができ
にくい。また、SCの特徴の一つとして、対象児
童生徒の日常生活の場である学校に直接出向いて
援助活動を行うことがあるが、訪問回数が少なけ
れば、ケース状況に合わせた適切なタイミングで
の介入や、本人及び取り巻く周囲の状況を見極め
た即時的、直接的な支援活動には結びつきにくい。
勤務体制からの制約や制度上の問題もあり、現在
のところ、不登校児童生徒の増加や不登校の長期
化という現状への対応に、SCの専門性を十分に
活かしきれていないと考えられる。
２．小学校入学直後という時期
　子どもが小学校に入学するということは、幼児
期の遊びを大切にする環境を通して育まれる日々
の生活から、知識・技能の習得のため求められる
課題に取り組み、評価に晒される生活に身を置く
という、これまでとは異なる枠組みの新たな学校
社会への適応が求められるということである。ス
タートカリキュラムなどにより保・幼・小連携の
取り組みが進められ、接続期の様々な工夫がなさ
れているが、小学校入学直後の時期には幼児期ま

土沢　薫
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て、まずは職員玄関と同じ１階フロアにある保健
室に連れて行くという状態が続く。

（２）SCの児童Ｙへの直接関与があった当日の状況
①６月18日（火）当日のSC状況とＹのケースに

関わるきっかけ
　SCは、通常業務としてＹの在籍するＺ小学校
に９時前に出勤。前回の勤務日から１か月以上が
経過していた。その日の１番目のケース開始時刻
は、９時30分の予定であった。
　出勤後、通常どおりコーディネーターの養護教
諭と面接前の打ち合わせを行う。その際、当日予
定されている複数の面接（保護者４、児童１、教
員５）の概要についてコーディネーターから簡単
な説明があった。
　そして、面接予定ケースとは別に、Ｙの登校渋
りの現状について、コーディネーターから口頭で
報告があった。その際、「実は…」と、Ｙへの対
応に教員や保護者が苦慮し、この数日間は、職員
玄関でＹが泣いて中に入らないため、20分ぐらい
教員が代わる代わる宥め、やっと保健室に連れて
行く状況であることが語られる。そして、その状
況が今まさに職員玄関で展開しているはずなの
で、他ケースの面接前の短時間に限られるが、
SCにＹ児の現状観察をしてもらうことは可能か、
との打診があった。
　SCとしては、子どもの気がかりな言動を学校
生活場面で確認できるチャンスであることから、
コーディネーターの申し出に喜んで同意した。そ
して、対応できる時間は面接前の20分ほどの時間
に限られたが、即座に養護教諭とともにＹのいる
現場に赴いた。
②当日のＹの様子とSCの関わり
・	Ｙの外見的な身体特徴は、小学１年生としては
やや体が大き目で、肉付きもよい。職員玄関の
出入口ドアを開けようとする勢いや抵抗する力
は強い。教員に抱きかかえられるような体勢で、
玄関ドア先にセミのような形で取り付いて泣き
叫んでいる。
・	泣きながらも、「お母さんのところに行く」「お
ばあちゃんの家が近いから行ける」「明日は家
から出ない」「学校に来ない、家がいい」等、
自分の考えや思いを言葉にして発することがで
きる。

に、記述内容に際して個人が特定されないように
配慮した。また、関係する小学校からも、本研究
に関する同意を得た。

Ⅲ．ゴールデンウィーク明けから強い登校渋りや
学校拒否的言動を示した男児Ａの事例
　以下に、ゴールデンウィーク明けから強い登校
渋りや学校への拒否的言動を示した小学１年生男
児Ｙに対して、SCとして校内アウトリーチ型支
援（土沢，2020）のスタイルで早期援助を開始し
た事例を提示し、その内容について検討する。
１．学校生活における事例の概要

（１）入学後からSCとの出会いまで
　入学式を終え、４月および５月上旬は欠席無し。
　５月中旬よりＹの登校渋りが始まる。その時の
様子は、朝、送ってきた母親の車から降りない、
駐車場に近い職員玄関へ連れて来られるが、泣い
て、玄関でそのまま動かなくなることがある。
　５月17日（金）給食中に気分が悪くなり、早退
する。
　５月25日（土）運動会に参加。徒競走では保育
園から一緒だった友達に負けて１位になれなかっ
た。弁当を食べた後に吐くが、Ｙはリレーの選手
だったため、母親はリレーを走ってほしいと希望、
そのまま午後も運動会に参加することとなった。
しかし、Ｙはいつの間にか黙って保護者席に行っ
てしまう。その後、Ｙが母親と共に保護者席にい
るのを担任教員が発見、そのまま午後はぐずぐず
しながら保護者席で過ごす。午後の種目は、Ｙは
玉入れには参加せずに、リレーにだけ出場した。
　運動会代休明けの５月28日（火）は、登校渋り
が更に激しくなり、家に帰りたいと職員玄関で泣
きわめく。その後、登校時の職員玄関での泣きわ
めきが始まる。
　５月30日（木）、６月５日（水）は気分不快と
の理由で欠席。
　６月６日（木）は遅刻と早退。その日は給食に
不安感（「食べると吐きそう」と言う）を示し、
12：30まで保健室で過ごす。６月７日（金）も遅
刻と早退。
　６月10日（月）から14日（金）まで早退５回、
17日（月）は遅刻および早退。Ｙがなかなか校内
に入ろうとしないため、何とか時間をかけて宥め
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語を発したり、〈Ｙロボ、ただいま保健室に向
かっております〉等々、実況中継を行ったりし
て、力づくで強制的にＹを校内に引き込む形で
なく、SCと歩調を合わせつつ楽しい雰囲気を
感じながら、なるべくＹが自ら校内へと歩みを
進めている感覚に近づくように工夫した。
・	保健室に無事到着したところで、〈Ｙロボ、無
事に保健室に到着いたしました！〉とＹの足を
SCの足から床に下ろし、手を離す。そのとき
には既に、Ｙは学校の外に出ようとする様子は
見せなかった。
・	SCはＹに対して〈学校でも何か楽しいことが
あるといいね。またね！〉と笑顔であいさつを
し、その後は担当教員に引き継ぐ。そして、予
定された面接に対応するため、SCは相談室に
戻った。
⇒この場を離れる際、その場で対応していた３名
の教職員（教頭・養護教諭・支援員）に対して
は、〈このまま本人の前向きな気持ちを引き出
せるよう落ち着いて対応くだされば、今日はそ
れ以上無理をしなくて大丈夫です〉と一言伝え、
後を引き継いだ。また、コーディネーターの養
護教諭とは、相談室に戻る廊下を歩きながら、
〈明日の朝からの対応がカギになる〉こと、〈明
朝からの対応を今日中に相談するため教員コン
サルテーションの時間をとる〉こと、〈母親が
今後のＹへの対応を落ち着いて行えるよう支え
る必要があるため母親にもコンサルテーション
の内容を今日中に共有〉できるよう手配をお願
いした。

③当日の母親の様子（母親の去り際に１～２分程
度の観察のみ）
・	職員玄関前で、泣いて一緒に家に帰ろうとする
Ｙを説得しようとしつつも、Ｙがひたすら家に
帰りたがることに困惑し、涙目になって困った
様子を見せていた。
・	母親から対応を引き継いだ先生方に促され、母
親はＹから離れ、小走りうつむきがちで車へ向
かおうとする。
・	離れ際に、Ｙが「タッチ」と言って母親にハイ
タッチを求めたことに気づかず、そのまま離れ
ようとしたため、教員から呼び止められ、慌て
てＹにタッチをする。その後、一度も振り向か

・	母親の車が走り去った後も、そのまましばらく
は、職員玄関ドアに取りついてドアを開けて出
ようとしながら、大声で泣き叫び続ける。
⇒SCはしばらく離れて様子を観察、その後、ま
ずは自然な言葉掛けを試みる。
・	SCの〈どうして泣いているのかな、教えてく
れる？〉という問いかけに対して、Ｙは「家に
いたい」、〈何がＹくんを家にいたいと思わせる
の？〉に対しては「家ではゲームが楽しい」と
言う（以下、SC発言は〈〉、当事者発言は「」
で括って示す）。
・	Ｙによると、「家がいい」が、学校よりは「保
育園のほうが楽しかった」とのこと。入学前は
保育園に通っており、保育園で「好きだったの
は鬼ごっこ」と話す。
⇒Ｙはエネルギーがあり、体をしっかり使ってお
り、自分の思いを言葉にすることもでき、初対
面のSCとの一対一の言葉のやり取りで委縮は
みられない。それらの様子から総合して、この
場ですぐSCが介入し関わってもほとんど侵襲
性はないと判断。限られた時間ではあるが、そ
の場でＹとの身体接触を伴う直接のやり取りを
試みる。
・	具体的関わりとしては、Ｙを後ろから抱きかか
えていた教員と役割を交代し、SCが身体接触
を含む関わりに移行する。Ｙを後ろから包み込
むような体勢になり、SCが〈まずは靴を脱ご
うか〉と言葉掛けしつつ片足ずつＹの靴を脱が
せる。靴を脱いだＹの足をSCの足の甲の上に
降ろし、間にSCの足を挟みつつも、Ｙの気持
ちが家に向いたままの状態から、靴を脱いで学
校の玄関内に自分の足で立っている感覚に切り
替わるように援助する。
・	SCはそのまま後ろからＹを支えつつ、Ｙの気
持ちの切り替えや学校生活への主体性を引き出
せるような援助を意図しながら、次の段階とし
て、〈ロボットになって前進しよう！〉と明る
く穏やかに声掛けをし、一緒に校内へ歩みを進
める。Ｙは自分から積極的に動くほどではな
かったが、徐々にSCに身を委ねつつ歩調に合
わせて前進できるようになり、そのまま１階の
保健室に向かう。
⇒その際、SCは〈ガシャン、ガシャン〉と擬音
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いは特定のストレス要因は見つからない場合で
も、Ｙ児の言動から、何となく学校より家のほ
うが居心地がよい（家ではゲーム等好きなこと
をして過ごせる）とＹが感じ登校を渋っている
状態であることが伺われる。Ｙの気持ちは大切
であり無視できないが、このまま不登校状態を
受け入れることは、現状のＹにとって必要より
弊害が大きいと考えられるので、このまま登校
支援は続ける。今後、Ｙの気持ちが学校に向く
ためには、学校という場がＹにとって楽しみと
なるための工夫や、実際の心地よい学校生活体
験の積み重ねが大切になる。
・	学校での対応と同時に、家庭における関わりで
は、家がＹにとって居心地の良い場所であるこ
とは保持しつつも、居心地のよさの質（好きな
だけゲームができて楽しい場から、安心して明
日に向けて心のエネルギー補給ができる場へ）
を高めていくことが今後重要になる。
・	更に、本日の様子からは、Ｙの心の中に“登校
するかしないかを自分の気分で決められる”と
いう感覚が無意識に生じている可能性がある。
Ｙが、登校する・しないの決定権が自分にある
感覚で「家でゲームをしていたほうが楽しいか
ら学校には行かなくていい」等と考えるように
なれば、Ｙの今後の学校教育での対応が困難に
なっていく。Ｙの登校への抵抗や強情さにこの
まま大人側が引きずられると、「ごねるほど学
校生活から遠ざかり、家で過ごせる」という結
果が導かれ、一見すると優しそうな周囲の大人
のＹへの関わりが、結果的にはＹの不登校を助
長する関わりになる。
・	現状でのＹへの具体的対応としては、「学校よ
り家がいい」というＹの気持ちは無視せずあり
のままに受け止め（共感的理解）、しかし、大
人側がそれに迎合したり本人の激しい表現に巻
き込まれ「今日もＹは登校渋りをするのではな
いか」と不安な姿をみせたりせず、基本的には
「学校へ登校するのは当たり前」という落ち着
いた態度で（「絶対に登校しなければならない」
という強硬的態度でなく）、登校してからの楽
しいことや興味の持てそうなことを一緒に探し
たり、提案したりする。「休みたい」「家にいた
い」「学校のことを考えたくない」というネガ

ず車に乗り込み校門を出る。
④当日の担当教員へのコンサルテーション：見立

てと今後の対応について
　Ｙの担任および関係教員に対し、以下の通りＹ
の現状についての見立てを伝え、今後の具体的対
応について話し合った。その際、日々Ｙに関わっ
ている教員（や母親）が、実際の関わりについて
具体的にイメージしやすいこと、直後の対応だけ
でなく、次のSC勤務日まで見通しをもって対応
できるようにと配慮した。当日の心理コンサル
テーションのおおよその内容を、以下に記す。
・	登校渋りの現状に、何かＹにとって特定の要因
があるかどうかで、今後の対応が若干異なる面
がある。基本的な対応は大きく異なるものでは
ないが、特定要因の有無も考慮した上で、実際
の対応を行っていただきたい。
・	Ｙが登校を渋る原因として、特定の要因が想定
される場合、学校生活に何か不安やストレス因
があるならば、まずは取り除けるものは取り除
く。Ｙが不適応を起こすようなストレス因が学
校生活にある場合、そのストレス因に対処しな
いままＹに登校することのみを強いると、Ｙの
ストレスが増し学校への拒否感がより高まって
しまう。まずは、ストレス因を無くす若しくは
減らすための対応を考え、ストレス因そのもの
を無くすことはできなくても、Ｙが安心感をも
てるよう配慮することが大切である。
・	現時点で想定されるストレス要因として、例え
ば、給食に不安がありそうなことから、①給食
の量や内容等に関することの苦痛や不安感がな
いか、②運動会の際に嘔吐したことのショック
やそれに対する周囲の反応が嫌な記憶として
残っていないか等について観察し対処する。③
その他の学校生活におけるストレス要因（学習
面や集団行動面、行事など）についても、これ
までのＹの様子を振り返ってみて、何等かのス
トレス因が推測されるならば、それらについて、
学校でできる範囲で構わないので、具体的に対
処する。その際、本児にも、学校での対応につ
いて予め具体的に分かりやすく伝えることで、
安心して登校できるように配慮することが重要
である。
・	更に、特定のストレス因があるとしても、ある
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スを与える場合には、そのストレッサーに対し
学校でできる対応を行うこととその具体的対応
について母親にもきちんと伝え、安心していた
だくことが大切である。そして、母親が過剰な
不安による悪循環に陥っている状況から抜け出
せるようにサポートする。
　以上のような内容で、必要な情報交換をしなが
らＹに対する共通理解を進め、関係教員へのコン
サルテーションを行った。そして、今後の対応に
おいて、情報共有やストレス要因への対処などの
環境調整を適宜迅速に行うこと、直接のＹへの対
応については、それぞれの立場で落ち着いてＹに
関わっていくことを確認し、コンサルテーション
を終えた。

（３）児童Ｙのその後の様子について
①Ｙの様子を知らせるＺ小学校（コーディネー

ター）からのメール
　SCがＹのケースに初めて関わった２日後の朝、
コーディネーターの養護教諭から、以下の内容の
メールがSC宛てに送られてきた。通常は、SCと
コーディネーターの間では、個々のケースに関す
るメールのやり取りは行っていない。勤務日以外
のやり取りは、次回勤務予定に関する確認連絡を
行う程度である。しかし、このときには、以下の
ような内容のメールが届き、SCは次回勤務日を
待つことなく、出会い翌日のＹの様子を知ること
ができた。
・	養護教諭からのメール：「１年男児　19日（水）
８：40に笑顔で登校し、プール活動、給食、５
校時まで教室で授業をし、下校しました。的確
で具体的なアドバイスありがとうございます。」
⇒SCの返信メール：〈先生方のその後の電光石火
のご対応が功を奏したのでしょう。早い時期に
対応すれば、効果が出るのもあっという間です
ね。引き続き、よろしくお願いします。〉

②その後のSC勤務日におけるコーディネーター
および担任からのＹに関する情報
　６月19日（水）から21日（金）まで、遅刻はあっ
たものの、登校後は元気に学校で過ごす。その後
は、夏休み前は７月に４日（木）と11日（木）の
２日間は家事都合により欠席があったが、それ以
外は順調に登校。
　夏休み明け、２学期になってからは、８月29日

ティブなＹの気持ちが、なるべく学校生活へポ
ジティブに向いていくように、気持ちの切り替
えを手伝うことが、Ｙを支える大人としての責
任ある対応である。なお、より効果的な対応の
ために、周囲の大人が一致した態度で、Ｙのペー
スに巻き込まれずに、登校に向けて穏やかだが
揺るがない落ち着いた対応で援助することが大
切である。
・	Ｙが体調不良等を訴えることも想定されるが、
その際は、保健室での手当や病院受診など体調
不良への必要な対処を行う。心理的要因による
かどうかを心配しすぎず、体調が回復すれば通
常の学校生活に戻るという常識的な不調への対
応を、丁寧に行うことが大切。情緒的対応に偏
りすぎると、体調不良を助長させることもある
ので留意する。
・	今後のＹの学校生活では、毎日の楽しみを増や
せるようサポートし、Ｙにとって学校が「友だ
ちと遊ぶのは楽しい」「勉強がおもしろい」「○
○が好き」と感じられる場になる体験を増やし
ていくよう配慮する。
・	今後の母親との連携、保護者サポートについて
は、母親自身が混乱し不安が強まっている様子
がみられるため、家庭でのＹへの対応を落ち着
いてできるように支える必要がある。まず、Ｙ
が朝家を出る時点で、母親がＹのネガティブ感
情や激しい自己主張に振り回されることなく落
ち着いて対応できることが大切になる。
・	具体的な保護者支援として、このコンサルテー
ション実施後すぐに、明朝を迎える前に、学校
対応におけるポイントを母親とも共有する（感
情的にＹに巻き込まれることなく、穏やかな共
感的態度を示しつつ、大人としての落ち着いた
責任ある対応をする）こと、その具体的対応方
法まで例示して伝える（心配しすぎずに落ち着
いてかかわる、言葉かけは「学校に行きたくな
い気持ちはわかったよ」【共感】「でも、学校に
は行こうか」【促し】「楽しいことがあるといい
ね、今日は○○（たとえば好きな科目やプール
活動など）があるんだって！」【気持ちの切り
替え】等々）ことで、安心して朝を迎えられる
ようサポートする。その際、家庭の教育方針に
配慮しつつ、学校生活が子どもに多大なストレ
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★
44歳44歳

７歳(小１) ５歳(年中)

近所に住む祖母

※相談者である母親に★印を付した

Ｙの成育歴および問題歴：父親は会社員（44歳、
環境測定士）、母親は医薬品販売店勤務（44歳、
医療事務）、弟（５歳、保育園年中クラス）
との４人家族で育つ。
	 　母親曰く、Ｙの父親は「母子家庭３人兄弟
の長男として育ち、笑うことがない、神経質
で細かい人。朝６時に仕事に出かけ、夜８時
前後に帰宅で、平日はほとんど子どもと関わ
る時間がない」とのこと。母親自身について
は、「自分の父親（Ｙの母方祖父）は既に他界。
母親（Ｙの母方祖母）には怒られて育った」
とのことだった。
	 　Ｙの父親が「物事に細かいタイプなので、
家事をきちんとしなければと思い（母親自身
の）余裕がなくなる」「子どものことを怒っ
てばかりいた。自分も子どもに対して笑って
いなかった」という。
	 　Ｙが１歳のときに、下の弟が生まれた。母
親は、その際に産休は取ったがすぐに復職し、
その後も医療事務の仕事を継続。その後、更
に登録販売者資格というステップアップのた
めの資格も取得し勤務をしている。仕事には
やりがいを感じている。
	 　子育てについては、子どもと接していると
イライラしたり、ついカーッとして怒鳴って
しまったりする。それではいけないと思うが、
子どもが言うことをきかないと、どうしてい
いかわからない。怒らないようにしようとす
ると、結局は子どもが言うことを聞かないの

（月）に遅刻が１回あったが、それ以外は普通に
登校し、９月は全出席。
　10月以降は、学習発表会の翌日の10月31日（木）、
11月１日（金）に咳と頭痛で２欠。11月13日（水）
に遅刻、21日（木）に咳と頭痛で欠席、26日（木）
に遅刻早退、27日（金）に早退。12月４日（水）
の持久走大会当日に早退。この日の持久走では、
途中で母親の姿が見えなくなると走るのをやめて
しまうということがあった。行事等の前後などに、
欠席や遅刻早退が増える傾向があるが、登校渋り
や欠席が長引くことはない。
　１学期のころは「友達がいない」と言っていた
こともあったが、２学期後半からは席が近い男児
と笑顔で話をするなど、徐々に友達とのやり取り
が増えてきた。
　冬休み明けの３学期は欠席なし。他児にも自分
から働きかける場面が増えるなど、前向きさがみ
られるようになってきた。３学期の終わりごろに
は、担任から、最近は学校で友達と遊んでいると
きなど「弾けるような笑顔をよく見せるようにな
りました」との報告がなされる。
２．母親面接
　SCの関与からＹの登校渋り状態に大きな改善
がみられたこと、担任からの誘い掛けもあったこ
とで、子育てに悩んでいたＹの母親からSCとの
面接の申し込みがあり、その後の継続的保護者面
接へとつながった。以下に、Ｙの母親との面接の
内容を記す。

（１）面接の概要
　スクールカウンセリングの枠組みにおける保護
者面接である。母親自身の不安を低減するカウン
セリング的対応を行いつつも、母親をクライエン
トとした心理カウンセリングではなく、主にＹを
対象児童とする保護者コンサルテーションおよび
心理教育面接として面接を実施。期間はｘ年７月
からｘ＋１年３月にかけて、合計５回の母親面接
を行った。

面接の対象者：登校渋りのあった１年児童Ｙの
母親

主訴：Ｙへの関わりについて（「子どもとのか
かわり方がわからない」「Ｙがまた不登校に
なったらどうしよう」「今後子どもに何が起
こるかわからないので不安」）

図１．Ｙ児の家族のジェノグラム（家族図）
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・	ゲームをやめるように言ってもやめずにやり
続けるようになったのは、Ｙが小学校に入学
してから。保育園の頃には、やめるように言
えば、母親の言うことをきいてゲームをやめ
てテレビを見たりしていた。今は素直にはき
かなくなり、やめさせようとすると大騒ぎす
るようになった。１年生になって、学校での
拘束時間が長いので、ゲームをすることがス
トレス発散なのかなとも思う。
・	Ｙは、人前で発表するのが苦手で、今日のク
ラスでの１分スピーチの発表を昨晩からとて
も嫌がって、「やらない」と言っていた。今
日は登校しないのではないかと心配したが、
登校することはできた。
・	勉強は好きというほどでもないが、特に嫌
がっている様子もない。宿題は自分からはや
りたがらないが、やらずに学校に行くことは
「嫌だ」と言って気にする。

○見立てと今後の対応について
・	現状でうまくいっていると思われるＹへの対
応（学校へ登校する・しないを自分の気分で
決められると思わせないように、落ち着いて
登校を促す等）については、このまま継続す
る。
・	帰宅後、家でゲームやYouTubeばかりして
いるという状況については、この状態を続け
ることはＹにとってもＹと家族との関係性に
とってもマイナス面が大きいことが予想され
る。母親との間で早期対応の重要性を確認し、
具体的な対応方法も含めて話し合った。ゲー
ムが好きだということ自体が悪いことではな
くそれを否定する必要はないが、問題なのは、
使用時間や使用状況をコントロールできにく
いことだと理解していただく。対応として、
まずは、なるべく早く、父親や弟を含めた家
族全員（必要に応じて別居の祖父母も）で家
庭におけるゲームやYouTubeの視聴ルール
を相談して合意すること、皆でそれを積極的
に守る雰囲気づくりをすることの実践をお勧
めした。

●学校対応への助言（母親面接後の教員コンサル
テーションの内容）
・	これまでの対応で、Ｙが学校生活に前向きに

で、諦めて子どもの好きなようにさせること
になる。
	 　Ｙは、家にいるときは、ゲームをしている
かYouTube動画を見ているか、どちらかと
いうような生活をしている。家でゲームばか
りさせているので、このままではいけないと
思っているがどうにもできない。
	 　連休明けから登校渋りが始まり、どんどん
抵抗が強まり、泣きわめいて対処できないほ
どだった。今は登校するようになりほっとし
ている。

　以下に、第１回から４回行った母親面接につい
て、各回の概要を記す。

（２）第１回母親面接（ｘ年７月16日）
○面談時の流れ
　初回面接であったが、時間の制約上、以下の
３点にポイントを絞って面接を行った。
①母親の日頃の子育ての努力を労いつつ、子育
てに前向きに取り組めるよう支持する。
②先日のＹへの対応とその意味や効果について
概説し、母親から現状での気がかりについて
伺い、今後の対応について話し合う。
③母親の現状や持ち味を考慮しつつ、今後の見
通しをもって、Ｙへの対応や子育てにおける
ポイントについて助言する。

○母親からのおおまかな話の内容
・	家では、Ｙは今ほとんどゲームかYouTube
を見て過ごしている。
・	ゲーム等の時間制限をしていないので、本人
がやりたいだけゲームをやっていて、母親と
してもこのままではいけないとは思ってい
る。しかし、どうにもならない。
・	ゲームを制限しようとするとＹの機嫌が悪く
なるので、母親としても、まあいいかという
感じになってしまう。
・	これまで、Ｙにゲームをやめるように注意す
ることもあったが、言うことをきかないと、
ついイライラして、ガミガミとうるさく言い
過ぎてしまう。
・	最初は母親である自分も感情的に怒っていた
が、怒っても言うことをきかないので、今は
もう諦めて、Ｙの好きなようにさせている状
態。
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になったようだ。
○見立てと今後の対応について
・	登校するかしないかをＹが自分の気分で決め
ることはなくなったが、その後、母親の勤務
休みをきっかけに、その傾向が再燃しかけて
いる。しかし、母親の対応に１学期の経験が
活かされ、本児に引きずられることなく毅然
と対応できたことで、ぐずりが長引くことな
く毎日登校できている。
・	母親は、前回面接で話題にしたゲームの時間
等については、さっそく関わりを修正し、ゲー
ム三昧の状態がいったん改善されたものの、
その後の対応が曖昧になっている。それに呼
応するように、本児はずるずると決めた時間
内で終わらせることをしなくなった。その時
点でしっかり対応しなかったことで、近頃Ｙ
は時間を気にする振りをしてその場をやり過
ごす知恵まで働かせている。学童に通うかど
うかに関しても、母親は「まあ、いいか」と
本児のペースで対応している。これらに表れ
る母親の育児の傾向性を一緒に振り返り、具
体的にどうすればよいかを共に考えた。
・	母親自身の持ち味として、仕事にはやりがい
を感じ、家事は自分なりに対処できるもので
あり、子育てには苦手意識がある。日頃は仕
事や家事などに追われ時間や気持ちに余裕が
ない。子育てに関してうまくいかなくなると
「まあいいか」と安易に流れがちで、その後
の大変な状況や望まない結果を生じさせてい
る。完璧を求めるのでなく、「まあいいか」
と諦めるのでもなく、Ｙに「どうあってほし
い」のかをしっかり意識してもらうことで、
対応のポイントを捉えるようにした。
・	〈Ｙにどうなってほしいか〉と尋ねると、「学
校には行ってほしい」「ゲームばかりでなく
やるべきことをちゃんとできる子になってほ
しい」等、具体的なイメージがすぐ挙げられ
た。母親のイメージを大切にしながら、その
姿に向けて、すぐにできるようになると安易
に考えず、少しずつ本児のできることを提案
し、できていることは認め励まし、本当に力
が定着するまでしばらくサポートを続けるこ
との重要性について確認し、実践につなげら

取り組むための援助としてうまくいっている
ことはそのまま継続する。
・	Ｙは、学校では身体を動かすことは嫌いでは
ないようだが、単調な学習に取り組むことは
面倒に感じているようなので、その点に留意
しつつ対応する。
・	Ｙが人前で発表することを苦痛に感じている
ことについて、失敗体験を後に引きずりやす
い傾向がみられるため、無理強いを避け、臨
機応変に対応や言葉掛けを工夫し、Ｙが「自
分なりにチャレンジできた」「よかった」等
の感覚をもてるような経験の積み重ねをサ
ポートしていく。
・	学校給食については、少し気がかりな面が残
るので、苦手な牛乳等は無理に飲ませず、引
き続き様子を観察しながら柔軟に対応する。

（３）第２回母親面接（ｘ年９月10日）
○おおまかな話の内容
・	夏休み明けは、１回だけ朝登校時にぐずった
日があったけれど、それだけで済んだ。ぐずっ
た日は、母親の仕事が休みだった。
・	母親の仕事が休みだと学校に行かなくていい
と思ってしまいがちだったので、その後は、
仕事が休みでもそのことを本児には伝えない
ようにしている。
・	ゲームは１日２時間という約束をした。最初
は守っていたが、徐々に抜けてきている。こ
の頃は、ゲームをやっている様子を母親が見
ているのに気づくと、自分からタイマーを持
ち出してくるようになったが、時間を守ろう
としているというよりは、守るフリをしてご
まかそうとしている感じがする。
・	夏休みに学童保育に行かせたが、２～３日で
行かなくなった。本当はちゃんと通ってほし
かったし、他の友達をみつけて遊べるように
なってほしかったが、近くにある実家で見て
もらうこともできるので、母親のほうでも「ま
あ、いいか」と思ってしまった。本人は、学
童で３年生の従兄弟に遊んでもらえると思っ
たのに相手にしてもらえなかったことや、以
前職員玄関で泣きわめいていた時期があった
ため、６年女子から「ずっと泣いてた子で
しょ」と言われたことで、学童に行くのが嫌
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が「お弁当は少な目に」というので、小さな
ものを持たせたところ、他児に「そんなに少
なくて大丈夫？」と言われてしまい、嫌だっ
た経験があるようだ。
・	ゲームについては、まだ時間を守れずやり過
ぎてしまう傾向。特に、祖母宅に行ったとき
は、ゲームし放題になっている。Ｙは騒げば
何とかなると思っているようで、祖母もそれ
に対応しきれず、Ｙがしたいようにさせてい
る。

○見立てと今後の対応について
・	持久走大会からの登校渋りについては、１学
期にＹが登校を嫌がった際の対応から学んだ
母親が、Ｙの言い分に巻き込まれないように
気を付けたこともあって、登校渋りが長引か
ずに済んだようだ。今回は、持久走大会の翌
朝に「気持ち悪い」と言って学校を休もうと
したＹに、母親が動揺せずに「それでも学校
は行くんだよ」と促すと、登校できたとのこ
と。
・	しかし、前日早退後には最初は具合悪そうに
していたＹが、その後はゲームをずっとやっ
ていたとの話もあり、そのことが翌朝の登校
渋りを誘発させている可能性も否定できな
い。そこで、母親がＹの主張に振り回されな
いだけでなく、Ｙの「気持ち悪い」の訴えの
扱いについて話し合った。具体的には、Ｙの
訴えについては無視せず共感を示しながら、
実際の対応レベルではＹの主張に巻き込まれ
ず大人としての対応（体調不良なら病院に行
く、欠席・早退したならゲームをせずに休み
翌日に備えさせる等）は徹底すること。優し
さと弱さをはき違えず、不調に対しては優し
く共感的に対応するのは大切だが、Ｙの強い
主張やダダコネに振り回されないように、明
るく落ち着いて必要な対応をするよう心がけ
ていただくことを確認した。
・	母親は、感情的な叱り方をしがちで、子ども
たちに対する振る舞いにおいてポジティブな
笑顔や喜びは控えめで怒りが強く出やすい。
また、対処できないと見て見ぬふりや無視と
いった対応に流れてしまうことも少なくな
い。そのような母親の不安定な対応によって、

れるよう援助した。
・	「まあいいか」とならないために、特にこれ
だけは大切にしたいことを明確に意識してお
くと、具体的な言葉かけや対応方法がみえや
すくなることをお伝えし、具体的場面をイ
メージしながら一緒に対応を考えた。

●学校対応への助言（母親面接後の教員コンサル
テーションの内容）
・	２学期の登校はおおむね順調なので、これを
当たり前とせずに、うまくいっている対応は
そのまま続けていただく。まだ不安定な面も
みられるので、Ｙの様子を引き続き見守って、
必要に応じて個別サポートをお願いしたい。

（４）第３回母親面接（ｘ年12月10日）
○おおまかな話の内容
・	持久走大会が嫌だったのか気分が沈んでい
て、持久走大会後に若干登校渋りの感じが起
こった。でも、１学期のときのように大変な
ことにはならずに済んでいる。
・	持久走大会のときに最後まで走れず、親と早
退したことで、気持ち悪いと訴えれば学校に
行かなくて済むと思ってしまったのではない
か。
・	持久走大会は、どうして嫌がったのかわから
ない。身体を動かすのは好きで、練習も参加
できていた。ただし、行事はストレスな様子
で、10月の文化祭も調子は良くなかった。人
前に出るのが恥ずかしいのではないだろう
か。保育園の年中ぐらいまで行事は大丈夫で、
年長のときも運動会の応援団に自分から希望
してなっていた。そのときはどうして大丈夫
かＹに尋ねたら、「知っている子ばかりだし
人数も少ないから」とのことだった。
・	これまで、自分はＹに強く怒り過ぎていたか
もしれない。怒っていないときでも、家で笑っ
ていることがないようで、ちょっと笑ったと
きに、子どもたちから「ママが笑ってる。め
ずらしいね」と言われた。
・	学童保育には、自分から「また行こうかな」
と言い出したので、様子を見ている。ただし、
「冬休みと春休み、夏休みは行かない」と言う。
昼食がネックになっているようだ。偏食があ
り、以前学童にお弁当を持たせたときに、Ｙ
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祖母のところでやってしまう。
・	本人は、母親の仕事が休みのときには、それ
を察して「学校に行きたくない」と言うこと
があるので、仕事の休日に印をつけたカレン
ダーを見えない場所に隠したら、Ｙが探し出
してしまった。
・	食事については、野菜を食べない。給食では
食べる努力はしているようだ。偏食のせいか、
目の下の脂肪の塊が大きくなってきてしま
い、本人も気にしている。口臭もあるようで、
友達に言われて気になるようだ。口臭はスト
レスからくるものだろうか。

○見立てと今後の対応について
・	母親は、以前と比べると、だいぶ落ち着いて
Ｙへの対応ができるようになってきたようだ
が、まだ、自然な笑顔で対応することが難し
いとのことなので、母親が気持ちに余裕を
もって関われるように、簡単でわかりやすい
対応方法などを一緒に話し合った。
・	母親の傾向性として、心配になると心配な気
持ちから抜け出しにくくなる傾向があり、そ
の不安がＹの心情に影響を及ぼすばかりでな
く、母親自身も大切なことが何かを見失いが
ちなところがある。母親の心配症について、
視点を変え、心配できることは気づきも多く
悪いことではないことを確認、心配に傾きす
ぎて判断力をなくすことが良くないことなの
で、心配なことが生じたら、今Ｙの成長に何
が大切かを考えて落ち着いて対応できるよう
に話し合った。
・	母親の休暇がＹに悟られないようにカレン
ダーを隠したというエピソードから、そのよ
うな表面的な対応では頭の働くＹは納得せ
ず、教育的にもよくないこと（都合が悪いこ
とは隠す）を学んでしまうので、表面的にご
まかす仕方でなく、もっと徹底した対応やＹ
が納得できる方法をとることが大切であるこ
とを伝え、具体的な対応について話し合った。
・	母親が本児のゲーム好きへの対応に苦慮して
いることから、ゲーム好きの子どもから無理
にゲームを取り上げようとするだけではうま
くいかないので、ゲームの時間をコントロー
ルする関わりは継続しつつ、他の活動や成長

Ｙの心に不安が強まりやすいことも推察され
る。母親に対して、今後は意識して積極的に
笑顔や安心感が持てる安定した関わりをする
こと、それがＹにも安定をもたらすことを伝
え、対応の仕方を具体的にアドバイスした。
わかりやすいキーワードとして、「笑顔の種
まき」「落ち着いた大人の対応」の言葉を共
有した。

●学校対応への助言（母親面接後の教員コンサル
テーションの内容）
・	Ｙは、失敗を恐れたり心配しすぎたりして、
集団での行動が抑制されがちな面がある。行
事の際のストレス反応と、食に対する過敏な
反応が生じているようだ。学校行事や給食指
導の際には、Ｙの自己主張に巻き込まれ過ぎ
ないようにしつつも、無理強いはせず、不安
を増大させず、どう行動すればよいかを予め
わかりやすく示すなどにより安心感を与える
配慮をしていただきたい。

（５）第４回母親面接（ｘ＋１年２月４日）
○おおまかな話の内容
・	冬休みに入る前ぐらいから、学校に「バスで
行こうかな」と自分で言い出した（※Ｙの登
校班は学校まで距離がありバス利用で登校し
ていたが、Ｙ自身は登校渋り以降は母親が学
校へ車で送っていた）。母親としては無理し
てまた行かなくなることのほうが心配だった
が、本人から何度かそういう話が出たので、
バス通学を始めた。調子が悪そうなときは無
理せず、母親が送っていっている。
・	母親が送っていくことになる場合でも、本人
がぐずぐずしたせいでなく、保育園児の弟の
準備に手間取ってバスの時間に間に合わない
ことが多い。そのため、Ｙは「（自分は）用
意できているのに、弟のせい」と言ってくる。
・	Ｙが自分から「学童に行こう」と言い出し、
その後、普段の平日は学童クラブに通い始め
た。時々、家でゲームがしたくて行きたくな
いというときがあるが、そういうときは無理
せず、祖母が面倒を見てくれるので、学童ク
ラブは休ませている。
・	ゲームに対する執着は相変わらず強いため、
対応に苦慮している。母親が気を付けても、
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うになった。以前ほどではないが、まだ、何かあ
ると母親の心配が増して、表面的にごまかしてし
まったりＹにきちんと向き合わない対応を取った
りする傾向がみられたため、それらエピソードに
ついては、具体例を用いてその場でSCとロール
プレイで練習するなど、余裕のある面接進行と
なった。母親は、Ｙの現状に関する心配から抜け
出し、今後に向けての母親自身の対応や心構えが
相談内容の多くを占めた。
　最後に、一つ一つの出来事を乗り越えながらＹ
が着実に成長していることを確認し、面接は終了
となった。

Ⅳ．考察
１．SCによる「校内アウトリーチ型支援」の意
味と効果
　SCは、子どもの発達過程と環境による影響を
理解し、日々成長発達する子どもの状態を集団や
環境の視点をもって学校生活の場において捉え、
曖昧で不確定な構造の中で刻々と変化する状況や
ニーズをキャッチしながら、対象児童生徒の見立
てと本人を取り巻く環境や関わる保護者および教
職員、学校文化や教育環境等幅広くケース全体を
アセスメントする。土沢（2020）が提案するSC
による「校内アウトリーチ型支援」は、そのよう
なSCの専門性を発揮して、不登校の初期段階で
ある「潜在期間」のうちにケースに効果的にかか
わることができる方法であることを、本事例は示
している。更に、この支援をきっかけとして、小
学校入学直後の関わりでその後の長期不登校状態
に陥る危険を回避し、Ｙの学校生活におけるその
後の発達にも結び付くことが推察される。
　また、SCは学校の常勤職員とは違う立場で学
校現場に直接出向き、校内で児童生徒本人や保護
者に対して面接相談を行う。本人への直接的関わ
りは限られるものの、「校内アウトリーチ型支援」
をきっかけに、本人に直接かかわることの多い保
護者および学校関係者へのコンサルテーションが
充実する効果があることがわかる。加えて、学校
現場に赴くということは、自らの立場を弁え学校
側と連携を図りつつ行うことが大前提であるが、
場合によっては、必要に応じて本ケースのように
相談室外での児童生徒（および保護者）への直接

のためにゲーム好きの良さを生かすかかわり
（勉強や運動、お手伝い等にゲーム的要素を
取り入れて楽しく取り組めるように工夫する
など）についてお伝えした。
・	偏食や口臭を気にしていることへの対応など
についても、具体的に話し合った。

●学校対応への助言（母親面接後の教員コンサル
テーションの内容）
・	Ｙがほぼ順調に登校することができるように
なり、学校での日々の生活において、多少の
アクシデントや波風はあっても、苦手なこと
にも挑戦したり、必要な社会性を身に着けた
りする大切な機会になっていると思われる。
引き続き、無理のない程度に、本人が自分な
りにできていることを認め、その内容をしっ
かり言語化して伝えて、学校生活に安心感や
自信をもてるようにすること、必要な経験を
重ねながらやる気を増し楽しいことを増やせ
るよう援助していただきたい。

（６）面接の終結（ｘ＋１年３月３日）
　その後、SCの勤務は年度ごとの切替えである
ことをお伝えして、学年末に母親面接を実施し、
母親との面接はひとまず終了した。最後の面接の
大まかな話の内容は以下のとおりである。
　３学期になって不登校の心配はほぼなくなっ
た。順調である。Ｙは、母親に対して、理由はわ
からないが、「朝一番にクラスに入りたい」と言
うようになった。
　また、Ｙは、清掃当番や学童保育の場で、上級
生の子たちなどから、目の縁にできた脂の塊の塊
についてからかわれたことを気にした時期があっ
た。しかし、その問題については、ストレス因で
ある脂肪の塊を眼科医院で切除してもらうことで
解決した。手術に際しては多少の痛みもあったよ
うだが、Ｙは手術後に「きれいになったし、やっ
てよかった」と語ったとのこと。目の縁の周囲に
はまだ小さな塊は残っているが、その後は、先輩
から多少のことを言われても気にしなくなったこ
とが語られた。
　母親の表情は明るく、対応に苦慮していたＹの
言動（激しい抵抗やゲームをやめないことなど）
も、「無理に押さえつけるのでなく持ち味として
生かせばいいんですよね」と自分から発言するよ
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　今回のケースにおける遊びの利用は、遊戯療法
によってＹのこころの開放によるストレス発散や
Ｙの内面を表現を保証するためのものではなく、
遊戯室における子ども主体の心理療法的な関わり
とは全く異なっている。SCが、Ｙの行動観察と
短時間ではあるが直接の会話等を通して、学校に
おけるＹの生活の一場面に出会い、ラポール形成
の時間をゆっくり取らぬままにＹに接近し対応す
る際に効果的な方法として、遊びを利用したこと
になる。
　児童Ｙは小学校１年生という幼児期から学童期
への移行期の発達段階にあり、入学後の学校適応
が難しくなりつつある状況での対応だったことか
ら、３月末までの保育所の日常生活で馴染みのあ
る遊びを通した関わりを意図的に取り入れること
によって、家にいたいと頑なに主張を続けるＹ自
身が周囲からの働きかけに反応しやすくなるであ
ろうことが期待された。更に、鬼ごっこやゲーム
が好きと語ったＹに対して、遊び的な関わりをと
おして興味関心ややる気を引き出すことを試みた
ものである。また、問題が生じた際の初等教育に
おける教員の関わりが、言葉での説得や優しく宥
めるという方法に偏りがちなことから、楽しくあ
そび的な関わりが有効な例を示すことで、対応す
る側の関わりのバリエーションを広げることに役

接触ができるということである。そこで、教職員
の前でSCが児童生徒や保護者への直接対応を行
うことにより、結果的に、その場に居合わせた関
係教員等に対し、児童生徒対応のモデル提示を行
うことにもつながると考えられる。
２．遊び的要素を取り入れたことの意味
　このケースでSCがＹとのやり取りで用いた「遊
び」は、心理療法で用いられる遊戯療法（プレイ
セラピー）ではない。
　一般に、幼児期から学童期にかけての子どもに
対する心理療法にはプレイセラピーが導入される
ことが多い。そこでは、子ども自身の表現が大切
にされ、治療者であるセラピストが子どもを誘導
するのでなく、子どもが自由に自己表現できるこ
とに意味がある。遊戯療法は、遊びをコミュニケ
―ション手段、表現手段として活用し、言葉での
表現が十分でない子どもとカウンセラーが遊びを
通じて問題の解決を図っていくものであるが、「～
しなさい」「～しよう」などの指示や強要はせず、
自由に遊び心を表現することが大切にされる。非
指示的遊戯療法のアクスラインによる遊戯療法の
基本原理（表１に示す）が遊戯療法の基盤として
位置づけられているが、今回のケースにおける「遊
び」を用いた対応は、そのような遊戯療法とは質
的に異なるものである。

表１：アクスラインの遊戯療法８つの原則

　　遊戯療法の８つの原則

１	 カウンセラーは、子どもとの間に友好的な信頼関係を作る。
２	 カウンセラーは子どものあるがままを受け入れる。
３	 カウンセラーは子どもが自由に表現できるよう、許容的な空間を作る。
４	 カウンセラーは、子どもが表出している感情を察知し、子どもが自分の行動を洞察できるよ

うに促す。
５	 子どもの自己治癒能力を信頼し、責任も持たせる。
６	 遊びは子どもが主体であり、カウンセラーはそれを尊重する（非指示的態度）
７	 治療は時間がかかるものであることを理解し、子どものペースに合わせ、進行を焦らない。
８	 時間や場所を定めるなど、子どもの攻撃や破壊などに対し必要な制限を与え、現実の世界と

関係づける。
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般的な考え方として教員および母親に助言した
り、話し合いの中で気づきを促したりしている。
４．学校との連携・協働
　Ｙの安定的な登校を支えた大きな要因として、
SCと学校との連携および協働がある。SCの短時
間介入とアセスメントからの学校における対応へ
の助言を最大限生かし、直後から着実にＹへの対
応を実行し、その後も落ち着いて継続的にサポー
トを続けた学校関係者の努力があったからであ
る。
　翌日からのＹの顕著な変化を受けて、SCに報
告をくれたコーディネーター役の養護教諭Ｓは、
最初からSCと本ケースをつなげる上で重要な役
割を果たしている。Ｓ教諭が、１か月ぶりのSC
勤務日当日の朝、打ち合わせ時に本ケースへの対
応に苦慮している状況を手短にSCに伝えたこと
により、その場で早速１分程度のコンサルテー
ションが展開され、Ｙの最近の様子、学校におけ
る現在の対応などの情報を確認でき、急遽実施さ
れた当日のケース介入を可能にした。
　村瀬（2009）は相談機関と学校との連携につい
て、「治療者との関係のなかでClの変化が周囲の
人々にも看取されて、教師から、その治療者とぜ
ひ連絡を取り合ってみたいと言われること」の大
切さを述べている。SCは外部相談機関でなく校
内相談機関であるがゆえに、学校との連携の際に
教職員が進んで連携を望む存在となり得ているか
を意識せずに連携することが可能である。しかし、
実際に子どもや保護者とやり取りを行う教職員が
SCを信頼し、SCの専門性に基づくアセスメント
や助言を実際の教育援助活動に最大限生かすため
には、SCが関係者から積極的にケースの対応に
ついてやり取りしたい相手として認識されること
が大切であり、そのためにも、SCがClの成長に
プラスの変化をもたらす信頼に足る存在として認
識されることが必要になる。
５．不登校回避による児童の成長と保護者および
教員コンサルテーションへの効果
　本ケースは、保護者からの面接申し込みがある
前に、たまたまSCの勤務のタイミングで児童に
直接的関わりをもったケースであるが、そのこと
がきっかけで、母親のSC面接に対するモチベー
ションが高まり、その後の母親面接にスムーズに

立つことも期待したものである。それらの意図は、
今回のＹ児への対応においては、ある程度は実現
できたと考えられる。
３．Ｙへの直接対応に際しての応用行動分析学
（ABA）によるABC分析の視点
　学校における集団生活場面では、様々な場面や
対応する教員が複数いることで細かい対応にズレ
が生じやすく、また、一人で複数児童生徒に対応
する教職員が、特定の児童生徒のための細かい観
察記録をつけたり厳密な対応を行ったりすること
は困難である。そのため、相談室における専門的
関わりのような対応は、当該児童生徒に十分な効
果が期待できる対応であっても、関わる教員への
負担が大きいばかりでなく、実質上困難であると
言わざるを得ない。しかし、効果が期待できる関
わり方を、専門家であるSCが教員や保護者にわ
かりやすく具体的に伝えて、現場で実際に実践し
ていただくことは、一時的には負担が増えるとし
ても、周囲の支援者にとって効果が感じられれば
モチベーションが上がり、効果があがれば対応が
楽になるという対応の好循環を生じさせることに
つながる。
　Ｙ児のケースでは、Ｙが駄々をこねて泣きわめ
くと、その状況にたまりかねた周囲の大人が通常
の学校生活をさせることを諦め、家でゲームをし
ていられるという流れができ始めていた。
　応用行動分析（ABA）では、問題行動への適
切な対応方法を道にき出すために、ABC分析と
いう手法を用いる。ABC分析では、ある行動をＡ．
状況（Antecedent）　Ｂ．行動（Behavior）　Ｃ．
結果（Consequence）の３つの段階に分けて考え
る。登校渋り状態にあったＹの現状は、「家にい
たい」（Ａ）⇒「泣きわめく」（Ｂ）⇒「家でゲー
ムができる」（Ｃ）という流れができかけていた
といえる。そこで、SCとしては、その流れを変
え「泣きわめく」という行動（Ｂ）をなくすため
に、状況（Ａ）を「家にいたい」から「学校に来
たい」と思えるような状況に変化させる周囲のサ
ポートと、結果（Ｃ）を「家でゲームができる」
から「当たり前に登校する」という結果に変化さ
せる周囲の関わりを作り出すコンサルテーション
を行ったのである。その際、専門用語を使うので
なく、今後のＹへの関わりにも生かせるような一
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現状でのSC勤務体制では、その後のフォローを
十分に行える保証もない。
　そのため、対応にあたっては、状況と自らの実
践力を見極めた接触が必要であり、初心者におい
ては、直接接触を急がず、状況や対象者の観察お
よびアセスメントにとどめて、その後の支援に生
かすところから始めるのが妥当であろう。
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つながった。そして、登校渋り状態が解消された
後も、母親はSC面接の継続を希望し、思うよう
にならない子育ての悩みを面談でSCと共有し、
解決の糸口や関わりの方向性を見出すことができ
るようになった。
　また、教員とのコンサルテーションにおいては、
SCが早い段階でケースアセスメントと児童への
直接介入を行ったことで、教員が対応に苦戦して
いたＹの言動や状態が短期間に大きく変化したこ
とで、結果として、本ケースにおけるSC信頼感
が得られた。
　その信頼感をベースにして、教員の評価的視点
からすると問題であるかのように捉えられがちな
その後のＹの言動についても、その意味と発達支
援的対応をSCと共に考えていこうとする教員の
姿勢につながった。
　不登校は、長期化するとその弊害は重大なもの
になるが、不登校そのこと自体が問題なのではな
く、児童生徒の学校適応上の表れ方の一つである。
児童生徒における不登校状態という当面の課題が
解消された場合でも、児童生徒の課題が解決した
とは限らない。登校を継続することによって、こ
れまで表面化しにくかった課題に新たに直面した
り、発達に伴う新たな課題が発生したりするのが
一般的である。当面の問題が解消された後にも、
SCがその専門性を発揮して必要なサポートを続
けられることの意味は大きいといえる。
６．臨床で求められるSCの柔軟で確実な対応力
と課題
　校内アウトリーチ型支援においては、本ケース
がそうであったように、介入のチャンスが突然生
じることが多い。そのため、事前準備がほとんど
できずに、その場の状況に応じて臨機応変に対応
することが必要になる。資格を取得したばかりの
SCや、学校現場に不慣れな心理職には、簡単に
対応できることではない。ある程度の経験や技術
は欠かせないとともに、学校現場での信頼を醸成
するカウンセラーの人間性や実績も大切になる。
ラポール形成の時間が十分にとれない状況下で、
児童に無理な接触を行うことは、児童との信頼関
係を損ね、不必要なストレスを与えてしまうこと
にもなりかねない。それは、専門家として避ける
べき行為であり、万が一そのようなことになれば、
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観察させ、採集をさせた。その後、後述のように
考案した方法で紙への加工を試みさせた。その後
にその体験の感想を求めた。
　本報で使用するコウゾには、野生として自生し
ている「ヒメコウゾ」を選択した。紙漉き用のコ
ウゾには、すでに江戸時代からさまざまな品種が
用いられ、品質の良い和紙を作るためには、限定
された品種が選ばれてきた５）。本報では、身近に
あるものから生活用品を生み出すプロセスを知る
事が目的であることから、品質目的では選ばず、
身近にある野生種の「ヒメコウゾ」を選んだ。
　また、コウゾ採集は本来、冬季注であり、加工も「採
集したコウゾを蒸して皮を剥き、雪にさらして白
くする６）」ために冬季であるが、本報では冬季以外
の季節でも採集・加工が可能であるか等も検討し
たいため、この一連の作業を10月に実施した。

Ⅲ．結果・考察
１．紙漉きの実践手順
　表１に一般的に行われている紙漉きの方法に対
応して、本報で簡易化した方法を示す。まず、材
料の観察では、学内に自生するコウゾを探し、観
察後に一部を刈り取った。採集したコウゾは、本
来は長いまま蒸すが、ここでは鍋に入る大きさに
切り、鍋で数分茹でる方法をとった（表中の②）。
表皮が数ミリ収縮したら取り出し、熱いうちに靭
皮部分をむきとった。次にヘラで茶色い表皮をけ
ずり落とした（写真１）。この作業の後に、一般
的には漂白を行うが、本報では先にアルカリを加
えて煮る作業を行った。黒皮重量の15％の炭酸カ
リウムを加えて１時間程煮た（表中の⑥）。本来
はこの作業に４、５時間かけ、使用するアルカリ
剤も炭酸ナトリウムであるが、時間の短縮化のた

Ⅰ．はじめに
　幼少期の心身発達において、自然との触れ合い
は重要な役割を占めると考えられている１）。さら
に自然体験を継続的にすることで対象への理解が
深まり、環境保全の意識が育成される。自然と接
する場は身近にもあるはずだが、自らが意識しな
いとなかなか目が向かない。また、現代の幼児を
もつ家族は、自然との接触に二の足を踏むきらい
がある。そこで、我々は生活の場で常に手にして
いる生物起源の資材を取り上げ、その原料が自生
している場・様子の観察から、採集、加工という
プロセスまでを体験させることで、人の生活は自
然の恵みで成り立つ事をあらためて実感させたい
と考えている。すなわち、「身の回りの資材に自
然を感じとる」ことで、上記目的の達成を試みて
いる。勤務校（宇都宮共和大学長坂キャンパス）
周辺には「コウゾ」類が多く自生している利点を
生かし、「紙」を扱った一連の環境教育プログラ
ムを構築しつつある２・３）。この種の試みは、例え
ば浅井、横山の報告４）があるが、本研究では、
保育現場等で実践が可能となるよう、和紙作りの
伝統的方法の簡易化を試み、宇都宮共和大学の学
生を対象に実践するとともにその反応や感想をま
とめた結果を報告する。

Ⅱ．方法
１．対象者の属性と実践
　紙漉きの実践は、2012年および2017年に実施し
た。対象は宇都宮共和大学子ども生活学部２年生
で、2012年は42名、2017年が39名である。

２．実践方法
　上記学生を対象として学内のコウゾの自生地を

Hand Papermaking for Education on Natural Environment：
Processing the Harvested Materials of Wild-grown Broussonetia Kazinoki 

for Making Japanese Traditional Paper

環境教育素材としての手すき和紙づくり
コウゾ採集から紙漉きまで

桂木　奈巳・大久保忠旦
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め、やや強いアルカリ作用を持つ炭酸カリウムを
使用して短時間で実施した。その後、アルカリ剤
の除去のために水洗した。この際に残っている表
皮やゴミ等を取り除く。コウゾはこの時点でかな
り形が崩れ、繊維状となるが、今回の方法で行う
紙漉きでは繊維が短い方が扱いやすいために、さ
らにコウゾを２㎝位に切り、ミキサーで粉砕した

（表中の⑧）。
　次に、残留している表皮下の緑色の色素を除去
する目的で、塩素系漂白剤で漂白処理を行い、よ
く水洗した。漂白時間は、好みの白さを得られる
まで行ったが、学生は真っ白よりもやや茶色を好
む傾向があった。ここまでの作業で得られた加工
コウゾを「紙素」とし、以下の紙漉きに用いた。
　紙漉きには、紙厚の調整や繊維を均一に分散さ
せ、沈殿を防ぐ等の目的で、「ネリ」と呼ばれる粘

度のある溶液を使用する。本来はトロロアオイと
いう植物の根からの抽出物を用いるが、これの入
手が限られることや、保存が難しい等の理由から、
現在はデンプンのり等の代用品を使う事が多い。
本実践では自然素材にこだわり、手軽に入手でき
るオクラからネリを抽出した（表中の⑨）。輪切り
にしたオクラを水中で揉み、粘りのある液体をとっ
た（写真２）。これに繊維状となった紙素を混ぜた。
　実際の紙漉きの作業については、市販の葉書大
の紙漉き枠に紙素を含む液体をコップ等で流し入
れ、多少前後にゆすって紙厚を均等にした（写真
３）。水を切るために網や調理用の巻き簀で上下
をはさんで圧力をかけ、晒木綿の上に取り出して
乾燥させた。でき上がった和紙には、除去しきれ
なかった表皮等が残留しており、市販されている
ような白度の高いものではないが、学生は味があ

表１　簡略化した手順と学生の感想

一般的な和紙製造方法
（⑥〜⑬は烏山和紙の方法６））

簡略化した手順
（本報で実践） 学生の感想

①栽培コウゾの収穫 野生コウゾの観察・採集 これが紙になるとは思えない
他の植物と見分けがつかない

②コウゾ枝を蒸す コウゾ枝を煮る ゴボウを煮ているようだ

③樹皮をむく（「黒皮」を得る） 樹皮をむく するするとむけるのが楽しい
むいた後の芯がきれい

④皮引き（小刀等で表皮をむく） ヘラで表皮を削り落とす 大変。力がいる
⑤漂白（地域によっては雪晒し）、白皮

を得る
⑥白皮にアルカリ剤を加えて煮る（13％

の炭酸ナトリウムを添加し、４〜５
時間）

ア ル カ リ を 加 え て 煮 る
（15％の炭酸カリウムを添
加し、１〜1.5時間）

煮る時のにおい　2012年：悪臭
2017年：独特な匂い

⑦あく抜き、塵より（水中でアルカリ
を除去し、残った表皮等を取り除く） 左記と同じ作業

⑧叩解（木製の槌でたたき、繊維をほ
ぐす）、紙素を得る

皮を２㎝位の長さに切り、
ミキサーで粉砕する
塩素系漂白剤で漂白する。
紙素を得る

⑨トロロアオイからネリを取る オクラから「ネリ」を取る オクラのネバネバした感触が良い
他のものでも代用できるか？

⑩水槽（漉き舟）に水を張り、紙素を入
れ攪拌、ネリを加えて再度攪拌する

紙材料とネリを入れ、よく
混ぜる

⑪紙漉きをする。漉いた紙は重ねていく
漉き枠にコップで紙素を適
量を流し入れ、水を切り、
晒木綿の上に乗せ重ねる

均等にする、暑さの調節が難しい。
手触りが良い

⑫重ねた紙は一晩寝かせ、圧搾機で１
日かけて水分を抜く

重ねてある紙を板と別の晒
木綿にはさみ、重しをのせ
て水分を抜く
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ると話していた。
　この方法で実際に学生に紙漉き実践を行い、各
作業段階で感じた事柄を記載させた。表１の右欄
には、多く出された感想を示す。特に表皮を削り
落とす作業に大変さを感じたようである。また、
コウゾをむいた後の芯の色を楽しみ、オクラのヌ
メリや紙の触感等、採集以外は室内での活動で
あったが、五感を使って自然を感じることが出来
たようである。

２．手順の簡易化の検証
　本報では、実際に保育現場での実践を想定して
いるため、どの季節でも可能で、安価で入手しや
すい道具や薬剤を使い、作業時の安全性や時間配
分に留意し、かつ、でき上がる紙にある程度の完
成度を求めた。夏季に行った際の利点としてあげ
られる事は、表中の①のコウゾの収穫である。本
来は葉が落ちてから収穫するが、本報では野生コ
ウゾを利用するため、落葉すると他の樹種と区別
がつきにくくなる。また、枝の一部を収穫するに
とどめているので、この時期の採集がコウゾを枯
らすことはない。
　さらに、刈った直後の場合は加熱をしなくても、
その場で皮をむく事も可能であり、表中②の工程
を省く事ができる。これは夏季で樹木内の水分率
が高いためと予想される。表中⑪からの紙への加
工については、子どもの場合は紙を漉く際の手の
返しをすることが難しいため、コップで液を流し
入れる方式にした。
　紙素は、添加する水量を調節すれば、和紙以外
にも応用できる。例えば、紙素をつまみとり、好
きな形に成形して乾燥させるとカード状のものも
製作できるし、紙粘土への加工も可能である。
　一方、改善の余地については、表中⑥のコウゾ
を煮る工程である。時間短縮のためにやや強めの
アルカリ剤を使用している。これは食品添加物に
も使用されている薬剤であるため、大きな危険は
ないが、この影響で和紙の風合い・つや等に影響
が出ている可能性もある。また、漂白工程を紙漉
きの直前に実施したが、これは紙漉きに近い工程
で漂白をした方が紙に仕上がった際の白さをイ
メージがしやすいと考えたからである。しかし、
色素が残留している状態でコウゾを煮込むことに
なり、これも仕上がりに影響する可能性もある。
これらについては引き続き検討を行いたい。

３．本活動から学べる事柄
　図１は実践後のアンケートで「このプログラム
を体験して学べると思う事柄」に記載された内容
を分類・整理した結果を示す。実施年度で記載内
容の視点に違いが見られたため、学生の回答をわ
けて示した。
　「自然」の項目には、自然を感じた、大切にし

写真１　表皮を剥ぐ

写真２　オクラからネリをとる

写真３　紙を漉く（市販の漉き枠使用）
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なければならないという内容を分類した。「モノ
を大切にする」には、「紙を大切に」「無駄遣いを
してはいけない」という内容の記述を分類した。
また、実体験の重要性には「木が紙に変わること
への驚き」など、体験しないとわからないとの主
旨の内容を分類した。「保育者の視点」には、「保
育に取り入れてみたい」「子どもたちと自然を考
えるのに良い教材」等の保育者の視点でこの活動
をとらえている記述を分類した。
　2012年学生は、「モノを大切にする」が半数を
超えている。大抵の学生は実際の作業の際に表皮
を削る作業に大変な労力を費やしたと話してお
り、この労力がモノを大切にしなければならない
と感じるきっかけになったようである。さらに、

「ゼロから作り上げる先人の苦労」に思いを馳せ、
「現代の便利さに感謝」するといった記述もみら
れた。次いで「実体験の重要性」と回答している。
しかし、「紙が木から出来ていることに驚いた」
ことや「自分で（生活用品を）作れることが分かっ
た」等の単なる感想に留まっている。
　2017年学生は「自然」に関する内容が約半数で
あった。「自然と自分とのつながりを意識した」「自
然物で生活品を作成することで身近に感じる」等、
自然保護等へつながる内容の記載もあった。次に

「モノを大切にする」との回答が多く見られたが、
記載内容は、2012年のそれと同様であった。
　2012年学生と2017年学生の回答の違いは視点の
違いであり、これには授業での体験が影響してい
ると考えられる。2012年学生は、授業等で扱った

「自然」に関わる授業は、学内駐車場林縁部に育
つコウゾを収穫する前後の数回であった。他は学
内のグラウンドやグリーンベルトなど、いわゆる

「街中の自然」に近い状態の場所で、ネイチャー
ゲーム等を実施した程度である。
　一方、2016年より学内の林地「子どもの森」の
利用を試み、その開拓に着手した。2017年学生は、
彼らが１年次の時から、開拓に関わる整備体験や、
授業での演習で頻繁に「こどもの森」を利用し、
より自然度の高い場での体験が豊富であった。さ
らに、市内保育施設との交流保育で「こどもの森」
を使った初めての学年にあたる。このように、様々
な形で、自然とのふれあいを実施した結果が、上
記のような視点の違いにつながったと考えられる。

　また、「保育者の視点」で活動を見る記述は全
体的に少なかった。まずは自分自身で考えたり感
じることが先決で、保育者の視点を持てるのは次
のステップになるのだろう。これを踏まえると、
養成校時代の早い段階で本報に示すような様々な
経験をすることは有意義であると言える。

Ⅳ．まとめ
　本報では、幼児期から取り組める環境教育プロ
グラムを考案・実践することを目的として、身近
に自生するコウゾを採集し、紙漉きまでの加工の
簡易化を試みた。学生への実践を行った結果を以
下に要約する。

１．コウゾを紙素に加工する段階では、木が紙
になることに驚く反応が大半であった。材

2012年

55.6

19.0

20.6

1.6

3.2

2017年

22.4

49.0
18.4

2.0
8.2

実体験の重要性
自然（ふれあい・保護）
保育者の視点
その他

モノを大切にする

単位：％

図１　本プログラムで学べると思う事柄
（コウゾ採集、調整・紙漉き体験後）
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料採集以外は室内での活動であったが、五
感で自然を感じる内容となった。

２．紙漉きの実践で学べると思う事柄について
は、実施年により視点の差がみられたが、
原料からの加工という体験を通して自分の
生活と自然とのつながりを強く意識するこ
とができたようであり、本プログラムのね
らいはおおよそ達成されたと思われる。さ
らに表皮を削る場面では特に大変さを感じ
たようであり、物を大切にしなければなら
ない等の実感につながったようである。こ
のことは原料からの加工が重要であること
を示唆しており、紙漉きの段階からの実践
では得にくい効果だろう。

　平成23年に発表された『青少年の体験活動等と
自立に関する実態調査報告書』７）では、小学校
１年生から高校２年生までを対象に各種体験や自
立に関する意識等の全国調査の結果を公表してい
る。この報告の中には「山菜取りやキノコ・木の
実等の採集」「昆虫や水辺の生物を捕まえる事」
等の自然体験活動の実施状況や経験についての調
査も含まれ、自然体験活動は「学年が上がるにつ
れ、実施率は減少し、それ以外の活動に関しても
ここ５年間で減少傾向にある」と述べている。著
者らがあらゆる場面において、学生の体験不足が
目立つと感じるのは、全国的な現象のようで、こ
の傾向は今後加速していくと予想される。今回の
実践においても、学生は「紙は木からできている」
ことを理解しているようであるが実際に作業に取
りかかると、「木から紙を作る」ことに驚く場面
が多々あり、身の回りの生活用品が自然という場
の生産物である認識が少ないことを物語ってい
る。今後も引き続き、人と自然のつながりを身近
に感じられる活動を取り入れ、さらに別の教材に
ついても同様の試みを行いたい。

注．紙漉きや和紙の原料の収穫・加工は、冬季の
農家の副収入源であった。その名残で現在も
畑の一角にコウゾが残されていることが多
い。

Ⅴ．引用文献
１．文部科学省・厚生労働省・内閣府（2017）『平
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本』チャイルド本社

２．大久保忠旦、桂木奈巳、市川舞（2010）『環
境教育素材としての手漉き紙つくり　１．那
須野地域における野生種コウゾの分布と栽培
の試み』宇都宮共和大学論叢、11，p84-94

３．大久保忠旦、桂木奈巳、市川舞（2010）『環
境教育素材としての手漉き紙つくり　２．手
漉き紙の製作法と原料生産の変遷』宇都宮共
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４．浅井茂治、横山繁人（2002）『紙工作業学習の取
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体験活動等と自立に関する実態調査報告書』
p19-25
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由である」とされている。３）ちなみに、当時は
レクリエーションの訳語は、協会名となっている
「厚生」であった。
　そこで、本稿では、レクリエーションの主旨（目
的）であるレクリエーション≒「心が元気になる
こと」について、本学学生はどのように捉えてい
るかを振り返りシートを活用してまとめ、今後の
授業の内容や方法について検討していきたい。
　「レクリエーション演習Ⅱ」の振り返りシート
の記入は、学生同士によるグループレクリエー
ション支援終了後に行った。振り返りシートの項
目は、一つは、レクリエーション対象者の立場か
ら、レクリエーション活動や場面において「心が
元気になった」と感じた時はどんな時か。もう一
つは、レクリエーション支援者の立場から、「心
を元気にする」ためのレクリエーション支援にお
いて、大切にしたいと思うことはどんなことかに
ついて自由に記述してもらった。

２．授業の概要
　子ども生活学科１年生を対象に行う「レクリ
エーション演習Ⅱ」は、「幼稚園教諭１種免許」
取得のための必修科目であるが、「レクリエーショ
ン・インストラクター資格」取得のための必修科
目でもある。春学期行う「レクリエーション演習
Ⅰ」と合わせて「レクリエーション・インストラ
クター資格」取得を目指すものとして関連させて
いる。
　「レクリエーション演習Ⅰ・Ⅱ」の授業概要と
到達目標（学習の成果）は、表１と表２に示すと
おりである。４）

１．はじめに
　本稿は、レクリエーション≒「心を元気にする
こと」活動に関して、宇都宮共和大学子ども生活
学部子ども生活学科１年生を対象に、2019年度秋
学期に行った「レクリエーション演習Ⅱ」での振
り返りシートを基に考察した研究ノートである。
　公益財団法人日本レクリエーション協会では、
平成29年度にレクリエーション・インストラク
ター養成の新しいカリキュラムをスタートし、テ
キストを変更した。新しいテキスト（以下、新テ
キスト）名は、『楽しさをとおした心の元気づく
り　レクリエーション支援の理論と方法』であり、
新テキストでは、レクリエーションの主旨（目的）
を「心を元気にすること」１）と定義している。「心
を元気にすること」とは、新テキストでは、「私
たちは仕事の忙しさや人間関係の不調などを経験
すると、気力が抜け、ぐったりするなど『心が萎
える』状態になります。誰もが経験することで、
その程度は人によりますし、場面によっても異な
ります。一般的には、休養や楽しいことなどをと
おして気分転換を試みることで、時間とともにそ
の状態は解消され、心の元気が回復します。この
ような人々の取り組みを心の元気づくりと言いま
す」と説明している。２）

　我が国におけるレクリエーションの歴史は、昭
和13年（1938年）に、幻に終わった世界レクリエー
ション会議（世界厚生会議）誘致のために「日本
厚生協会」が設立されたことに始まったとされて
いる。その後、我が国の社会情勢は激しく変動し、
日本のレクリエーションを取り巻く環境も大きく
変わった。そのような背景のもと、レクリエーショ
ンという言葉もさまざまに説明されてきた。「外
来語であり適応する言葉がなかったことや、観念
的な言葉であり実態がつかみにくかったことも理

月橋　春美

Recreation for the Purpose of “Energizing the Mind”：
From the Student's Reflection Sheet

「心を元気にすること」を目的としたレクリエーションについて
―学生の振り返りシートより―
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場の設定はレクリエーション支援者が内容に合わ
せて設定できるようにしたが、実際には、授業と
いうこともあり、アリーナ（屋内）かグラウンド
（屋外）のどちらかで行った。各グループのレク
リエーション支援終了後に、レクリエーション対
象者役から感想やコメントをもらい、次いで、レ
クリエーション支援を行った学生一人ひとりか
ら、実際にレクリエーション支援を体験してみて
どうだったかなど、受講生全員の前でその日の感
想を伝えてもらった。また、最後に、教員から、
良かった点、今後に向けてのアドバイスなどのコ
メントを全員に伝え、その都度レクリエーション
支援の振り返りを行った。「レクリエーション演
習Ⅱ」の15回の授業では、実際に学生たちがレク
リエーション支援を行い、その後、実際に行った
レクリエーション支援の内容について、改善点を
踏まえて「支援案」を作成することとした。春学
期の「レクリエーション演習Ⅰ」と秋学期の「レ

　学習の成果にあるように、「レクリエーション
演習Ⅱ」では、学生たちにレクリエーション支援
者としての役割や支援方法について学べるように
授業計画を立てた。レクリエーション支援は８～
９名でグループを編成し、レクリエーション支援
者役以外の学生は、レクリエーション対象者役と
なった。各グループ２回のレクリエーション支援
を体験したが、その際、レクリエーション対象者
の設定を変えて行った。１回目のレクリエーショ
ン支援では、対象を同じ授業を履修した学生たち
として行い、２回目のレクリエーション支援では、
１回目とは異なり、対象を高齢者や障がい者、子
どもなどとして行った。
　レクリエーション支援の時間は、各グループ15
分間とし、レクリエーション支援の内容として、
歌を１曲、体操またはダンスなどを１つ、ゲーム
を１つ、以上３つのレクリエーション活動は必ず
入れることとした。レクリエーション活動を行う

表１　「レクリエーション演習Ⅰ」の授業概要と到達目標（学習の成果）

授業概要
　レクリエーション活動およびレクリエーション支援について基本的な概念を理解し、レクリエー
ション支援者としての役割について学習する。また、レクリエーション活動や支援体験を通して、対
象者（乳幼児や親子など）に効果的なレクリエーション活動を実施できるよう援助方法について学ぶ。

到達目標（学修の成果）
①	 目的や対象者に合わせたレクリエーション活動の選択・支援方法を身につける。（知識・技術）
②	 レクリエーション活動のアレンジの方法を身につける。（技術）
③	 乳幼児の遊びを体験することにより、各々の遊びの特徴を理解する。（知識・技術）
④	 子どもに関連する得意な分野の専門性を深める。（知識・態度）

表２　「レクリエーション演習Ⅱ」の授業概要と到達目標（学習の成果）

授業概要
　学生がグループでの乳幼児を対象としたレクリエーション支援を体験することにより、レクリエー
ション支援者として役割や援助方法について学習する。また、その際、現場において目的に合わせた
効果的なレクリエーション支援ができるよう、支援方法についても学ぶ。

到達目標（学習の成果）
①	 レクリエーション支援の体験を通して、乳幼児に合わせた支援方法を身につける（技術）
②	 乳幼児を対象としたレクリエーション活動の展開方法やアレンジ法を身につける。（知識・技術）
③	 レクリエーション支援後のふりかえりを通して、レクリエーション支援者としての基本的考え方
や姿勢について理解する。（知識・態度）

④	 実践したことを省察する力を習得する（知識・技術）
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義されたことはとても画期的であると考える。

４．レクリエーション支援とは
　新テキストでは、レクリエーショ支援とは「レ
クリエーション活動を用いて、人々が心を元気に
することを手助けすること。手助けする人々の興
味や関心を考慮しつつ、同じ目線で、人々が自主
的、主体的に心を元気にできるように支える」と
定義している。また、その方法には、一人ひとり
の心に働きかけるために欠かせない信頼関係づく
りの方法や、その良い関係を集団に広げていく方
法、そして、集団な中で自主性や主体性を引き出
していく方法がある。６）

５．学生の振り返りシートより
（１）心が元気になった時
　「レクリエーション演習Ⅱ」の授業において、
レクリエーション対象者としての立場から「心が
元気になった」と感じた時はどのような時かにつ
いて、振り返りシートに記入してもらった。履修
者は50名（うち、記述者は48名）である。そして、
学生の振り返りシートからいくつかのキーワード
に分類してまとめたものが表３である。（）内の
数字は人数を示している。

クリエーション演習Ⅱ」を通して、学生たちに対
しては、新たな定義である、レクリエーション≒
「心を元気にすること」であることを繰り返し伝
えてきた。

３．レクリエーション活動とは
　新テキストでは、レクリエーション活動という
言葉も定義されている。「人々が心を元気にする
手段として用いるゲームや歌や踊りやスポーツな
どの総称。レクリエーション支援においては、『楽
しいこと』『仲間とともに行うこと』の２つの要
件を満たしているレクリエーション活動が用いら
れる」。１）そして、レクリエーション活動には、「達
成感からもたらされる楽しさと仲間とともに行う
ことでもたらされる楽しさ」があり、レクリエー
ション・インストラクターは、この２つの楽しさ
の特徴を理解することで、レクリエーション活動
を心の元気づくりを支える手段として有効に用い
ることができるようになるとしている。５）

　「レクリエーション活動」という言葉が定義さ
れたのは、今回の新テキストが初めてである。こ
れまでは、レクリエーションという言葉に、ゲー
ムや歌などレクリエーション活動も含まれてい
た。今回、新テキストにおいて、レクリエーショ
ン活動という言葉がレクリエーションとは別に定

表３　レクリエーション対象者としての立場から「心が元気になった」と感じた時

＜楽しさ＞（13）
・時間を忘れるくらい楽しい時間を過ごしていた時（２）
・チームごと分かれてゲームをした時、勝敗にかかわらず楽しむことができた時（１）
・「木の中のリス」というゲームを行った時、だんだん笑顔になれて皆と楽しくできた時（１）
・「エビカニクス」を踊り、楽しいと感じた時（１）
・ダンスなどを踊っている時、初めてのダンスでも楽しいと感じた時（１）
・みんなとまとまって笑いながら、一つのゲームや歌やダンスをして楽しめた時（１）
・みんなで一緒に遊びやダンスをして、笑い合いながら楽しめた時（１）
・「フルールバスケット」をして、皆で楽しく活動できた時（１）
・体を動かして、ワクワク楽しいと感じた時（１）
・みんなで協力して楽しめた時（１）
・楽しいと感じるレクリエーション活動を行っていた時（１）
・グループでゲームをし、仲間と楽しめた時（１）
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＜笑顔・笑い＞（11）
・体を動かして、たくさん笑っていた時（２）
・周りの友だちと一緒に体を動かし、一緒に笑顔になれた時（２）
・今まで知らなかったレクリエーション活動でも、友達とたくさん笑った時（１）
・ハラハラドキドキしながら「木の中のリス」をし、みんなが笑顔になれた時（１）
・みんなの笑顔が見れて、自分も気持ち良さが感じられた時（１）
・みんなと笑顔でゲームやダンスをした時（１）
・みんなで輪を作り、みんなの笑顔を見ながら踊った時（１）
・ゲームでペアになったりグループになって、手を取り合ったり、足で同じ動きをして、自然と笑顔
になれた時（１）
・ゲームや歌やダンスで楽しいと感じ、自然と笑顔になれた時（１）

＜達成感＞（９）
・協力することで、目標や目的が達成できた時（１）
・グループを作ってゲームを行い、１つの事をやり遂げた時（１）
・自分ではできないと思っていたこと（動きや活動）ができた時（１）
・何かに挑戦し、成功したり、目標が達成できた時（１）
・みんなで楽しくダンスを踊り、達成感を感じた時（１）
・少し難しいことにチャレンジし、達成感を感じた時（１）
・チーム対抗戦などで、仲間と達成できたことを喜び合えた時（１）
・自然と笑顔がこぼれたり、協力して達成感を味わえた時（１）
・ダンスを教えてもらいながら皆と踊り、踊れた時に自分でもできるんだと思った時（１）

＜体を使った活動＞（９）
・体を思う存分に動かす活動に参加した時（２）
・「しっぽとり」や「ボール運び」で思いっきり走った時（１）
・ドラえもんの秘密道具を探すゲームをした時（１）
・みんなで声を合わせて歌った時（１）
・グループでアレンジするレクリエーション活動を行った時（１）
・ダンスが上手く踊れた時（１）
・自分たちが知っている「恋ダンス」をペアで踊った時（１）
・「木の中のリス」など、皆で協力したり、大きな動きのある活動に参加した時（１）

＜勝利＞（７）
・チーム対抗のゲームで１位を取り、とても嬉しい気持ちになった時（２）
・ゲームなどで上位に入った時（２）
・グループで行うゲームで他のチームに勝った時（１）
・寒い中でも、みんなでゲームで体を動かし、メダルをもらえてうれしかった時（１）
・みんなでゲームをし、勝ててみんなと楽しく笑えた時（１）

＜コミュニケーション＞（３）
・みんなで体を動かしたり協力して何かをして、皆と仲が深まった時（１）
・楽しいと感じ、みんなとコミュニケーションが取れたと感じた時（１）
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時に、嬉しい気持ちから「心が元気になった」と
感じていた。＜その他＞として、支援者に明るく
声をかけられた時、支援者に寄り添ってもらえて
いると感じた時もあった。支援者に自分の存在を
認めてもらっているとの気持ちが嬉しさや心地よ
さへと繋がり、「心が元気になった」と感じたの
ではないかと思われる。

（２）「心を元気にする」ためのレクリエーション
支援において大切にしたいと思うこと
　次に、レクリエーション支援者の立場から、対
象者の「心を元気にする」ためのレクリエーショ
ン支援において大切にしたいと思うことはどんな
ことかについて、振り返りシートに記入してもら
い、まとめた結果が表４である。履修者は50名（う
ち、記述者は48名）、（）内の数字は人数を示して
いる。

　学生たちがレクリエーション対象者として「心
が元気になった」と感じた時をキーワード別にま
とめると、＜楽しさ＞を感じた時が最も多かった。
ゲームやダンスなど、体を使ったレクリエーショ
ン活動をみんなで楽しく行った際に「心が元気に
なった」と感じていた。次いで多かったものは、
＜笑顔・笑い＞、＜達成感＞、＜体を使った活動＞、
＜勝利＞であった。＜笑顔・笑い＞になれた理由
には、楽しさもあったと思われるが、ハラハラド
キドキからの笑顔や、みんなで一緒に行ったこと
による笑顔もあった。中には、みんなの笑顔が見
れたことで、自分が気持ち良さを感じ、「心が元
気になった」との記述もあった。＜達成感＞につ
いては、自分の努力による達成感と、グループで
の仲間との協力による達成感が見られた。また、
少し難しいことにチャレンジして得られた達成感
もあり、達成感にはさまざまな種類が見られた。
＜勝利＞については、個人ではなく、みんなで行
うゲームで１位になったり、他のチームに勝てた

・友達と楽しくコミュニケーションがとれた時（１）

＜団結力・一体感＞（３）
・「パプリカ」をみんなで踊り、みんなできるようになり団結力を感じた時（１）
・一体感を感じながらダンスをした時（１）
・みんなで楽しくダンスを踊り、一体感を感じた時（１）

＜挑戦・やる気＞（２）
・ゲームで勝ちたいという気持ちが芽生え、目標を達成できるように頑張ろうと思った時（１）
・知らないダンスに挑戦している時（１）

＜心の余裕＞（２）
・楽しくゲームをし、心に余裕ができてきた時（１）
・体を動かし、気持ちがスッキリした時（１）

＜その他＞（６）
・支援者に明るく声をかけられた時（１）
・支援者の参加者へも配慮が感じられたり、寄り添ってもらえていると感じた時（１）
・楽しさをみんなと共有できた時（１）
・集団を通して、一喜一憂を共有でき充実感を味わうことができた時（１）
・悩みや考え事をする暇がないくらい、ゲームやダンスに集中できた時（１）
・みんなで１つのことを協力してゲームを行った時（１）
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表４　「心を元気にする」ためのレクリエーション支援において、大切にしたいと思うこと

＜言葉がけ＞（12）
・対象者に伝わるような言葉がけをする（３）
・分かりやすい説明を準備する（２）
・笑顔でハキハキ話す（２）
・対象者がワクワクしたり、笑顔になってくれるような言葉がけを行う（１）
・明るい声で説明する（１）
・対象者を思いやり、聞きやすい声の大きさや話し方を考える（１）
・大きく聞きやすい声で話す（１）
・対象者への言葉遣いや目線の高さに気をつける（１）

＜対象者を思いやる気持ち＞（11）
・対象者のことを思いやり、元気に支援する（２）
・楽しいと思ってもらえるようなレクリエーション支援を行う（２）
・できない人がいたら、見逃さず手を差し伸べる（１）
・対象者にあった対応をする（１）
・対象者が安心して心が充実できるよう支援する。視線や気遣い、真心（１）
・対象者を褒め、やる気を出させたり、次はこうしようと考えてもらえるようにする（１）
・対象者に楽しんでもらいたいという気持ちや配慮（１）
・対象者全体に気を配り、全員が笑顔で楽しめるようにする（１）
・みんなで協力して交流し、自然と笑顔がこぼれるような環境を構成していく（１）

＜対象者に合わせた活動内容＞（10）
・対象者に合わせた構成を考え、実践すること（３）
・対象者にあったゲームや歌やダンスを選び、流れも考える（３）
・対象者全員が笑顔で楽しめるよう、年齢や発達に合わせた内容で行う（２）
・対象者の気持ちを考え、対象者を中心としたレクリエーション活動をする（１）
・対象者の年齢に合わせた内容かつ内容に統一感を持たせる（１）

＜支援者の笑顔・元気＞（10）
・支援者が笑顔でいること（７）
・支援者も笑顔で楽しむ（１）
・笑顔でレクリエーション支援を行う（１）
・元気を提供する（１）

＜対象者も支援者も楽しむ＞（８）
・支援者自身も積極的に活動に参加し、対象者と一緒に活動を楽しむ（６）
・支援者自身も楽しむ気持ちを持ち、楽しく元気にレクリエーション支援を行うこと（１）
・みんなに笑顔を与え、支援者と一緒に楽しんでもらうこと（１）

＜事前準備＞（６）
・支援者同士が事前に情報の共有や話し合いをしておく（３）
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るようにする、年齢や発達に合わせた内容で行う、
などの記述があった。＜支援者の笑顔・元気＞に
ついては、支援者が笑顔で支援するがほとんどで
あり、元気を提供するとの記述もあった。＜その
他＞として、対象者との距離感や立ち位置、自信
を持って行動するがあった。これらは、対象者を
思いやる気持ちからの支援者のふるまいについて
の記述であると思われる。

５．おわりに
　対象者、支援者それぞれの立場からの振り返り
シートとレクリエーション活動によってもたらさ
れる楽しさをまとめてみると、図１のようになる。

　学生たちがレクリエーション支援を行う際、大
切にしたいと思うことは、＜言葉がけ＞が最も多
かった。内容としては、対象者に伝わるような言
葉がけや分かりやすい説明、ハキハキ話す、明る
い声で話す、聞きやすい声の大きさの話し方を考
えるなど、具体的な記述も見られた。次いで多かっ
たものは、＜対象者を思いやる気持ち＞、＜対象者
に合わせた活動内容＞、＜支援者の笑顔・元気＞
であった。＜対象者を思いやる気持ち＞について
は、できない人がいたら、見逃さず手を差し伸べ
る、安心して心が充実するように支援する、元気
に支援する、褒めてやる気を出させる、などの記
述があった。＜対象者に合わせた活動内容＞につ
いては、対象者に合わせたゲームや歌、ダンスを
選び、流れも考える、対象者全員が笑顔で楽しめ

・ゲームで勝ったチームに渡すメダル等、手間を惜しまず事前準備を行う（１）
・細かな状況を考えての事前準備を行う（１）
・自分一人で進めないように、周りの確認しながら行う（１）

＜活動内容＞（６）
・交流があるゲームを行う（１）
・仲間と協力して行うゲームを取り入れる（１）
・全員ができる内容にする（１）
・少し難しい提案をし、できたという気持ちを感じてもらう（１）
・激しすぎる運動や単独行動が多くないようにする（１）
・元気を提供すること（１）

＜コミュニケーション＞（５）
・対象者とコミュニケーションをとる（１）
・対象者との双方向コミュニケーションを心掛ける（１）
・対象者一人ひとりと笑顔で目を見てコミュニケーションをとる（１）
・同じ瞬間を共有できる一言で対象者とコミュニケーションを取り打ち解けやすくする（１）
・同じ目線に立って、笑顔でコミュニケーションを取りながら活動する（１）

＜その他＞（６）
・支援者と対象者との距離感（１）
・「できた！」という達成感が持てるレクリエーション支援を心がける（１）
・対象者を思いやり、見やすい立ち位置を考える（１）
・気分が下がることはしない（１）
・対象者の状況を読み取り、臨機応変に対応する（１）
・自信をもって行動する（１）
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達成感
仲間と達成感を
共有する過程

集団で行う楽しさ

対象者役

支援者役

活動そのものの
楽しさ

集団として行う
楽しさ

＜体を使った活動＞
＜挑戦・やる気＞
＜心の余裕＞
＜勝利＞

＜楽しさ＞
＜達成感＞
＜団結力・一体感＞
＜笑顔・笑い＞
＜コミュニケーション＞

＜対象者に合わせた活動内容＞
＜活動内容＞
＜事前準備＞

＜言葉がけ＞
＜対象者を思いやる気持ち＞
＜支援者の笑顔・元気＞

＜対象者も支援者も楽しむ＞
＜コミュニケーション＞

緒に」、「グループやチームで、笑顔になれる」こ
と、つまり、図２にあるように、「集団で行う楽
しさ」との重なり合う「仲間と達成感を共有する
過程」５）をあげる意見が多かった。同様に振り
返りシートで＜達成感＞にまとめた意見の中に
も、「協力することで達成できた時」や「仲間と
達成できたことを喜び合えた時」といった意見が
多かった。全般的に学生は、授業を通してすでに
ある程度の人間関係が構築されていることが、こ
の結果につながったのではないかと考えられる。

　レクリエーション活動からもたらされる楽し
さ、「どのような成功をすることで達成感を得ら
れるのか」（活動そのものの楽しさ）と「仲間と
のどのようなかかわりがあることで共に行う楽し
さが感じられるのか」（集団として行う楽しさ）
という側面に沿って考えてみたい。今回の学生の
振り返りシートでは、学生がレクリエーション対
象者として「心が元気になった」と最も感じた時
は、＜楽しさ＞を感じた時であったが、「成功す
ることで得られる達成感」よりも、「みんなで一

図１　レクリエーション≒「心を元気にすること」活動

図２　レクリエーション活動からもたらされる楽しさ

　また、学生がレクリエーション支援を行う際、
最も大切にしたいと思うことについては、支援者
のコミュニケーション能力に言及したものが多
かった。例えば、＜言葉がけ＞であり、レクリエー
ション対象者に伝わるような言葉がけや分かりや
すい説明、ハキハキ話す、明るい声で話す、聞き
やすい声の大きさの話し方を考える、などである。
同様に、＜対象者を思いやる気持ち＞や＜支援者

の笑顔・元気＞、＜コミュニケーション＞などの
意見も、支援者のコミュニケーション能力、そこ
から広がる対象者同士のコミュニケーションの促
進に目を向け、集団として行う楽しさに関心を示
している意見が多かった。
　一方で、＜対象者に合わせた活動内容＞に言及
する意見も、＜言葉がけ＞と同じくらいに大切に
したいと思っていることが分かった。年齢や発達
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②一指示一動作、③説明のゲーム化がある。９）

また、レクリエーション活動を集団で行う楽しさ
は、他の対象者との良いコミュニケ―ションから
もたらされ、意思疎通の機会が重ねられる度に、
メンバー同士がお互いを理解できるようになる。
お互いの理解が深まると「気持ちがひとつになっ
ている」と思えるようになり、この居心地の良い
人間関係が対人凝集性のことであると言われてい
る。８）

　そして、「達成感を仲間と共有する」については、
二つのポイントがあると考える。一つ目は、仲間
意識が芽生えることであり、二つ目は喜びを共有
し合えることである。仲間意識を芽生えさせるた
めに、「レクリエーション演習Ⅰ」の授業では、
活動を展開する際、支援者や対象者同士が無理な
くかかわりを持てるよう、ホスピタリティやアイ
スブレーキングを取り入れながら、レクリエー
ション活動を支援してきた。また、喜びを共有し
合えるようにと、学生一人ひとりを良く観察し、
具体的な誉め言葉を個人だけでなく、集団全体に
かけるよう心がけてきた。
　今回の研究ノートは、学生の振り返りシートを
活用しまとめたものである。次回は、今回の振り
返りシートで記述の多かった内容を中心にアン
ケート用紙を作成し、より詳細な情報を得ること
で、授業の到達目標（学修の成果）がより達成で
きるよう、今後の授業展開の方法や課題の検討に
生かしたいと考えている。
　将来、学生たちの多くは、保育の現場で幼稚園
教諭や保育士として、レクリエーション・インス
トラクターの資格を生かしながら、子どもたちに
レクリエーション支援を行うであろう。その際、
子どもたちにも「心が元気になる」レクリエーショ
ン活動を支援してほしいと考えている。そのため
には、今後、レクリエーション活動の楽しさがよ
り理解でき、支援に活かせるような授業計画を立
てていきたいと考える。
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１）	日本レクリエーション協会編，2019年，『楽
しさをとおした心の元気づくり　レクリエー
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穂高北小での飼育例１）を検討し、そのうち、「水差
し飼育」と「ネットによる屋外飼育」を参考にした。
後者はネットの中で背丈の低いクヌギを栽培し、
この中で幼虫を飼育する規模が大きい方法である。
本報では飼育の簡易化を目的としているため、既
存の木にネットを取り付ける方法を考案した。
　飼育は2018～2019年の２年間行った。表１に飼
育の概要を示す。2018年の卵は筆者が県内数ヶ所
で、３～４月に採集した。2019年の卵は、前年の
飼育で繁殖させた個体のうち、２個体から採取し
た。孵化しなかった屋外採取の卵からは、寄生バ
チが出たり、卵壁に穴が開くだけのものも見られ
た。孵化後生存率は、孵化してから３日後の幼虫
の様子から算出した。2019年においては、９匹を
手元に置き、他は屋外に放した。
　１年目の飼育は、室内で「虫かご飼育」（写真１）

を行った。飼育には、入手が容易な物品を使用し、
ヤママユが屋外で暮らす環境に近づける配慮を
行った。このとき、エサとなるコナラの葉を採取
し、交換するのが手間であった。４齢幼虫が出始
めた時点で、より大きい「衣装ケース飼育」に切
り替えた。得られた繭はやや黄色みを帯びていた

（後述）。

Ⅰ　はじめに
　筆者は、自然の中で過ごす事が好きで、時間を
見つけては森や山に入っている。あるとき、森の
中でヤママユ注１の繭を拾った。緑色の大きい繭は
魅力的で、その後も様々な形でヤママユと出会い、
今までと違った自然の楽しみ方ができた。このこ
とから、ヤママユは、子どもが自然と親しむきっ
かけとして良い教材となるのではないかと考えた。
　長野県安曇野市穂高町では古くから産業として
ヤママユの飼育を行っている。この地域の小学校
では、自然に親しみ、郷土愛を育むために、地元
の天蚕業の専門機関と連携し、本格的なヤママユ
の飼育・観察の授業を行っている１）。
　ヤママユは全国の山野に分布しているが、他の
地域で飼育等の実践例は見られない。この理由に、
カイコの飼育より手間がかかる２）ことが推測さ
れる。同じ繭であれば、近縁種の家蚕の飼育で充
分と捉えられているのかもしれない。しかし、こ
の緑の大型の繭が飼育で得られれば、その感動は
ひとしおであり、忘れられない体験になることは
間違いない。そこから得られる教育的効果も高い
であろう。
　そこで、本研究では、家庭や幼児教育の現場で
簡易に飼育できる方法を検討した。飼育の際の要
点等を整理し、飼育や観察等を通して得られる教
育的効果を明らかにすることを目的とする。
　
Ⅱ　ヤママユの飼育で得られる教育的効果
１．ヤママユ飼育の概要
　ヤママユの飼育にあたり、なるべく手間がかか
らず、かつ、自然に近い状態となるよう心がけた。
ヤママユ飼育の最大の見どころは、営繭時にある
と考える。そこで、詳細な観察を行い、幼虫が途
中で死亡しない方法を検討した。飼育にあたり、
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表１　飼育の概要

2018
2019

A B
採取した卵（個） 62 205 168
孵化率（%） 29 99.5 87.5
孵化後生存率（%） 100 99.0 86.3
飼育開始数（個） 19 6 3
営繭数（個） 19 5 0
羽化数（個） 17 5 0
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　２年目は、より手間がかからず、美しい繭を得
るため、「飼育ネット」と「飼育装置」での飼育
を行った。写真２に作成した飼育用具を示す。①
の飼育ネットは、網戸用のネットを貼り合わせて
袋状にして使用した。アリや寄生バチの侵入を防
ぐため、20メッシュの細かいタイプを使用した。
また、袋の下部の角を切り取り、フンを出せるよ
うにした。通常は虫の侵入を防ぐためにテープで
止めた。このネットを、学内の風通しがよく、適
度に日照がある場所（以後、明所とする）と一日
中日陰となる場所（以後、暗所とする）の２箇所
に設置し、中の幼虫の様子を観察した。屋外のネッ
ト飼育は、ネット内に葉がなくなった時にネット
を付け替えるだけで飼育可能であり、手間はかか
らなかった。しかし、枝をネットで覆うため、虫
かごより幼虫の観察がしにくい。
　明所では６匹の幼虫を飼育したが、いずれも全
ての幼虫が問題なく育った。しかし、暗所で飼育
した幼虫３匹はすべて死亡した。このことから、
屋外での飼育の場合には風通しの良い明所が適し
ていることがわかった。

　繭の色を比較するため、明所の６匹中４匹を、
４齢以降、室内飼育を行った。制作した飼育装置
を写真２－②に示す。屋外から採取したコナラの
枝（全長70㎝位）を、園芸用支柱と共に２ℓペッ
トボトルにいれて、固定用段ボールにセットした。
これに、寒冷紗とビニールで作成した袋をかぶせ
て下部をしばった。袋の片面をビニールにするこ
とで光が入り、通気性の確保のため寒冷紗を用い
た。３日に一度エサ用の枝を交換した。この方法
で飼育した幼虫のうち、１匹は病死したが、３匹
は成虫に育った。

２．繭の色の比較
　飼育で得られた繭の色を比較するため飼育環境
の異なる繭３種および屋外で採取した繭の色差を
測定した。測定には日本電色製NF777スペクトロ
メーターを用い、XYZ値を測定した。１つの繭
ごとに３カ所計測して平均値を算出した。この値
を用いてxy値を算出した。結果を図１に示す。こ
れらのばらつきは、個体差もあるが、飼育環境の
傾向を示していると思われる。屋外で採取した繭

①虫かご飼育 ①飼育ネット

②衣装ケース飼育 ②飼育装置
写真１　１年目の飼育（室内） 写真２　２年目の飼育（屋外）
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は、ｙ値が高く、ｘ値が低いことから、より緑味
を帯びていることがわかる。屋外飼育（ネット飼
育）を行った繭は、ｙ値は低めであるが、ｘ値は
屋外採取と同等であり、緑味が少ない。途中から
屋内飼育に切り替えた繭の色は、さらにｙ値が小
さく、やや黄色味を帯びていることがわかる。加
藤は、幼虫のガットパージ注２後から営繭前の１
～２日間に強い光（4000lx）を照射することが、
繭の緑色化に有効であると報告している３）。この
ことから、途中から屋内飼育に切り替えたことで、
緑味が減少したと予想される。
　１年目の屋内飼育の繭は、ｘ値が高く、やや黄
色～オレンジ味を帯びており、日照が少ない影響
が現れた。

３．ヤママユ飼育における教育的効果について
　ヤママユを飼育・観察することで得られる教育
的効果について、筆者の体験と周囲の者の反応か
ら考察した。表２は、飼育方法による教育的効果
を比較した結果を示す。まず、「虫かご・衣装ケー
ス」では、表に示す６つの効果、「飼育ネット」
では３つの効果があると考えた。虫かご・衣装ケー
ス飼育では、すべての効果が得られるが、飼育ネッ
トは②、③、⑥の項目は得られない。これらの項
目はこまめな世話や、その過程における実体験に

より生まれる項目であり、ほとんど世話をする必
要がない簡易な「飼育ネット」では得られないだ
ろう。④は、「虫かご」では頻繁な世話が必須で
あり、その際の観察により得られるが、「飼育ネッ
ト」では、ヤママユを観察する程度により効果の
程度は異なる。⑤については、ヤママユを取り巻
く環境からも得られる。すなわち、エサとなる枝
葉の採取時に、葉が芽吹き、変化していく過程や、
季節により変わる虫の出現、虫こぶ、ハモグリガ
の幼虫に興味をもつ等の季節の移り変わりを感じ
ることができる。

４．飼育の要点と簡易な飼育方法
　飼育や観察を通して得られた結果から、飼育の
要点を表３にまとめた。表中、①において、卵か
らの飼育を推奨する理由は、幼虫は寄生されてい
る確率が高く注３、営繭にいたらないからである。
　孵化後は、求める効果等により、飼育方法を分
けると良い。すなわち、簡易さを優先させたい場
合には屋外で飼育ネットを設置する方法である
が、教育的効果を多く求めたい場合には、室内で
の飼育が有効である。また、より緑の繭を得たい
場合には、屋外での飼育が良い。
　室内飼育（ケース飼育）の場合、表中⑨につい
ては、枝を底におくと、幼虫は枝から離れ、飼育
ケース上方に移動する。ヤママユは野生では木の
上で生活するため、床においた枝への付着は落ち
着かないためと考えられる。

◆：屋外で採取（野生） ○：室内飼育
□：屋外飼育（ネット飼育） ●：屋外後－屋内飼育

　　（飼育装置）

黄緑

黄橙

図１　繭の色の比較

表２　飼育方法による教育的効果の比較

教育的効果 虫かご・
衣装ケース 飼育ネット

①命を大切に思う気持ち
を養う ○ ○

②愛情を育む ○
③責任感や忍耐力を養う ○
④生き物の持つ不思議

さや賢さを感じる ○ ○

⑤自然に興味を持ち、
触れ合うことが出来る ○ ○

⑥湿度の概念を知り、
意識して、湿度を感じる ○
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Ⅲ　ヤママユの生態を伝えるICT教材の作成と公開
１．やままゆサイトの作成
　上述した飼育から得られた事柄を、「やままゆ
のお話」として、いくつかの実践を行った注４。
対面での実践では、繭を触る等の五感を使える利
点があるが、対象人数が限られた。そこで、より
多くの者にヤママユの魅力を伝えることで、飼育
に導きたいと考え、ICT教材として、サイト「や
ままゆのお話」を作成し、一般に公開した。
　図２は作成したサイトの構成を示す。まず、導
入となる「やままゆのおはなし」ページで始まり、

「まゆを探しに行く」「やままゆを育てる」「やま
まゆの写真を見る」の３つのページに分岐する。
　このサイトを見ることで、繭の発見と簡単に飼
育に取り組めるよう意識した。そして、飼育方法
等の説明の合間に、「ヤママユを飼育したい」と

思ってもらえるよう、ヤママユの美しさを示す写
真や、飼育の際の見どころなどを挿入した。また、
親子が親しみやすいよう、絵本風の文章やイラス
トを挿入する等、温かみのある雰囲気を演出した。

表３　実際の飼育・観察から導きだした「飼育の要点」（営繭まで）

飼育の段階 飼育の要点他 飼育・観察時の様子から導いた理由

卵の入手
①ヤママユの繭が付いている、または落

ちている付近の木の枝先と幹を探すと
見つかりやすい

成虫メスは持卵により腹部が重く、長距離移
動が難しい

卵の管理

②飼育容器蓋の下に網戸用ネットを挟む 寄生虫の侵入防止
③エサとなる葉は、枝切り口に水を含ま

せたティッシュを巻き、その上からア
ルミホイルでつつむ

幼虫がいつ孵化してもよいように

孵化後、求める効果により、屋外・室内飼育を選択する

幼虫の飼育
にあたり

④エサとなる枝葉から他の虫や卵、虫こ
ぶ等は全て除去する

他の虫に攻撃されることがある

⑤適度な湿度の維持。霧吹きをして24時
間以内に、水滴がなくなる位。霧吹き
は３日に１度程度。

高湿度は病気の発生、乾燥は弱る（脱水症状）

⑥眠（脱皮のために静止する状態）の時
期に触らない

脱皮の準備中で、触ると脱皮が失敗すること
がある。

幼虫の飼育～
４齢始め位

（虫かご飼育）

室
　
内

⑦コナラの枝は３日に１回交換 ３日くらいで食べきる
⑧霧をふく 飲み水を与える
⑨エサとなる枝は立てておく 幼虫のストレス軽減のため
⑩枝を水差しに入れる場合は、容器

口をティッシュで塞ぐ
幼虫の水没防止のため

⑪水差しを固定する場合、テープの
みでは行わず、段ボール等で作成
した固定台を使う

幼虫の重さでテープが剥がれ、そこに幼虫が
貼り付いてしまう

～営繭
（衣装ケース

飼育）

室
　
内

⑫蓋は網戸ネットを使う 通気性確保のため
⑬幼虫同士の喧嘩時の噛み痕が原因

の、黒痣が発生することがある
飼育数を減らす等の環境の改善が必要（本報
の飼育の場合、痣の数は少なく、営繭に影響
しなかった）

図２　やままゆサイトの構成
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　上記サイトは、デジタルステージ社のホーム
ページ作成ソフトウエアBiND for _WebLife を利
用して作成し、インターネット上のサーバに
Apacheを用いて公開した。なお、昨今のインター
ネットアクセス事情に合わせ、証明書を用いた
サーバを利用する事により閲覧者に安心なアクセ
スである事を示す点に配慮した。

２．アンケート調査
（１）アンケートの概要
　公開したサイトを閲覧した感想等を得るため、
アンケート調査を実施した。回答者の属性は年齢
のみとした。質問項目を表4に示す。これらの項
目のうち、①④⑤⑥⑦は5件法で回答を依頼した。
②③は該当項目の選択、⑨は自由記述とした。ア
ンケート解答者はサ
イトを見た者である
ため、閲覧の流れで
回答できるよう、ア
ン ケ ー ト は Google
フォームを利用して
作成し、「やままゆ
の写真」ページの最
後に挿入した。

（２）アンケート結果
　表５は、回答者の年齢を示す。多様な年代に分
布しているのは、サイト利用の利点と考えられる。

図３－①は、「自然の中で遊ぶことが好きか」と
の設問に対する回答結果である。「好き」が７割
を超えることから、回答者の多くは元々自然に親
しんでいることがわかる。図３－②「『やままゆ』
とその仲間を知っていたか」については、ヤママ
ユの「繭」を知っている者が半数以上あった。ヤ
ママユの中では、「卵」を知っているものが最も
少ない。また、ヤママユの近縁種である「ウスタ
ビガ」や「クスサン」は、３割程が知っていると
いう結果であった。
　図４は、サイトを見た感想の一部を示す。図４
－⑥では、本サイトを見て、ヤママユに興味が湧
いたと回答するものが半数を超え、さらに図４－
⑦では、本サイトを見て、森や公園に行きたくなっ
たと回答するものが半数を超える結果となった。
しかし、この回答には、図３－①に示すように自
然に親しんでいる者の閲覧が多いため、やや偏り
があることは否定できない。
　図４－⑧「自然環境教育の題材として適するか」
との問いに対しては、99％の人が「思う」と回答
した。

②あなたは「やままゆ」とその仲間のこと
　を知っていましたか（複数回答）

ヤママユ-繭
ママユ-成虫
ママユ-幼虫
ヤママユ-卵
ウスタビガ
クスサン
知らない

知
っ
て
い
る

単位,％

①あなたは自然の中で遊ぶことは好きですか

好き

少し好き

どちらともいえない

あまり好きではない

好きではない

図３　アンケート結果（閲覧者の嗜好や知識）

表４　質問項目

①あなたは自然の中で遊ぶことは好きですか
②あなたは「やままゆ」とその仲間のことを知っ

ていましたか
③一番興味を引かれたのはどのページですか
④「やままゆ」やその仲間のまゆを探してみた

いと思いますか
⑤「やままゆ」を育ててみたいと思いますか
⑥「やままゆ」のお話のページをみて、興味が

湧きましたか
⑦「やままゆ」のお話のページをみて、森や公

園にいきたくなりましたか
⑧「やままゆ」は自然教育の題材として良いと

思いますか
⑨本サイトをみた感想を教えてください

表５　回答者の年齢と割合

年代 人数,%
10代 9.9
20代 21.8
30代 14.9
40代 20.8
50代 21.8
60代 5.9

70代以上 5.0
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であり、閲覧者の「興味」を引き出した様子が推
測される。クラスター２では、ヤママユの「生態」
を「観察」でき、「面白い」と感じた様子が示さ
れている。クラスター３は、「分かりやすい」「種
類」「知る」等があり、サイトの分かりやすさが
感想として出されていると読み取れる。さらに、
クラスター４では比較的大きい出現数である「飼
育」が含まれ、「子ども」「驚き」「参考」が周辺

（３）自由記述の分析
　自由記述で本サイトの感想を求めた項目につい
ては、その回答傾向を定性的に示すため、テキス
トマイニングにより単語を抽出する形態素解析を
用いた。ソフトはKHcoderを使用した。記述内容
からは641語の単語が抽出され、その中から最小
出現数３語以上の抽出語を用いて多次元尺度法

（MDS）を実施した。これは、抽出語間の類似度
を距離で示す方法であるが、本研究ではJaccard
係数により算出した。得られた値は、視覚的に分
類するために散布図の座標を用いてウォード法に
よるクラスター分析を行った。結果を図５に示す。
クラスターは７つに分類した。図中のバブルの大
きさは出現回数に比例しており、最も出現頻度が
高いのは、「ヤママユ」であった。次に「写真」「成
虫」「飼育」という順に多く出現した。
　「ヤママユ」の近くに「写真」、「成虫（蛾）」が
位置しており、閲覧者は、ヤママユの成長段階の
中で、「成虫」に意識が向いた様子である。「繭」
も「ヤママユ」に比較的近く「成虫」についで注
目された様子である。「繭」と「卵」との間に「探
す」があり、この両者を探してみたいという感想
が示されている。また、「幼虫」の側に「苦手」
があることから、ヤママユの成長過程の中で、「幼
虫」を苦手とする傾向があると言える。
　クラスター１には「ヤママユ」「写真」「興味」「サ
イト」等があり、作成したサイトのものの感想が
現れていると考えられる。「写真」が「きれい」

⑥「やままゆ」のお話のページをみ
　て、興味が湧きましたか

⑦「やままゆ」のお話のページをみて、
　森や公園にいきたくなりましたか

⑧「やままゆ」は自然教育の題材
　として良いと思いますか

湧いた

少し湧いた

どちらとも言えない

あまり湧かなかった

湧かなかった

なった

少しなった

どちらとも言えない

あまりならなかった

ならなかった

思う

思わない

単位,％

図４　アンケート結果（サイトの評価）
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図５　MDSによる抽出語の散布図
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に位置することから、子どもが飼育する際の参考
として、本サイトが有効であるという感想が見ら
れる。クラスター5では、「ヤママユ」は「気持ち
悪い」が、「耐えられる」としている。近くに位
置する「素晴らしい」は、サイトに対する感想で
あり、よく調べてあるから「耐えられる」と感じ
たとも推測できる。
　以上の結果から、ICT教材の利点は、まず、多
くの写真を使用できることから、閲覧者はじっく
り見ることができ、これによりヤママユの美しさ
や生態の面白さがより伝わると思われる。本サイ
トで充実させた飼育の方法は、閲覧者の飼育の意
欲を引き出す効果があったようである。これは、
アンケート結果からも見出されている注５。
　本サイトでは、幅広い年代や離れた地域の者に
もヤママユの魅力を伝えることができたといえよ
う。本報で述べてきた教育的効果は、飼育をしな
いと得られない。しかし、経験のない者には、飼
育は難しいと感じるだろう。本結果より、サイト
の作り方により、飼育への抵抗感を減らすことが
可能であることが分かった。ICT教材の併用は、
実際の飼育への導入に最適であると考えられる。

Ⅳ　おわりに
　保育や教育の現場で行われている栽培・飼育教
育の中に、「カイコの飼育」４）があるが、ヤママ
ユとカイコの飼育は、似て非なるものであろう。
　カイコ（家蚕）は人間が利用するために品種改
良され、「家畜化」した昆虫である。5000年以上
前から養蚕として人間に飼われてきた歴史を持
つ。同じヤママユ科ではあるが、脚力が弱いため、
自力で枝に付着し続けることができずに落下し、
死亡に至る。成虫も翅はあるが、飛翔能力はない。
つまり、カイコは人間が世話をしないと生きられ
ない。人間は他の生物を飼いならし、我々の生活
に役立てているのである。このおかげで、今の便
利で豊かな生活が成り立っていることを「カイコ
の飼育」から学ぶことができる。
　一方、ヤママユ（野蚕）は野生の生物である。
したがって、その生息する環境を理解し、飼育、
観察をすることで、ありのままの自然を感じ、生
き残るための知恵や、厳しい環境の中で生存をか
けて進化を遂げてきた小さな命の尊さを学ぶこと

ができる。
　カイコとヤママユという、近縁種を飼育し比較
することで、人間の都合で考え、行ったことが、
他の種に大きな影響を及ぼすことがよく分かる。
科学技術の発展が著しい昨今で、この気づきの持
つ意味は、とても大きいのではないだろうか。

注１ ヤママユ（Antheraea yamamai）はチョウ
目ヤママユガ科の昆虫で、日本在来の野蚕で、
日本全国に分布している。４月下旬頃に孵化
し、幼虫はクヌギやコナラ等の雑木林に育つ
葉を食草とし、約50日間で４回の脱皮を行う。
６月頃に葉の間に繭をつくり、営繭から約７
日で蛹となる。７月下旬頃から羽化して成虫
となる。大型の蛾で羽を広げると10㎝程にな
る。繭からとれる生糸は天蚕糸と呼ばれ、「繊
維のダイヤモンド」と呼ばれるほど希少性が
高い５）。

注２　蛹への変態に際して幼虫が摂食を終了し、
腸の内容物を一度に放出すること

注３　筆者はこれまで屋外で採取したモンシロ
チョウ等の飼育過程で、他生物の寄生により
幼虫が死亡した経験を有する。そこで、卵か
ら孵化させた幼虫であれば、寄生される機会
が少ないと考えた（卵の状態で寄生された個
体は、孵化しないことを確認している）。

注４　本論文に関わる実践を2019年２月と８月の
２回、宇都宮市環境出前講座（環境学習セン
ターで開催）において、一般の親子（計72名）
を対象に行った。１回目はヤママユの生態や
天蚕糸利用の歴史や有用性をまとめたパネル
教材による解説および繭を使用したクラフト
体験、２回目は改良した教材を使用した実践
を行った。

注５　本報で実施したアンケート結果のうち、「ヤ
ママユを飼育してみたいか」の質問項目に対
し、「思う」が34％、「少し思う」が25％とい
う結果が得られている。
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	高品質04子ども生活学第18号_031-040_月橋春美
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